
○県自らが大規模な事業者であることから、県が実施する全ての事務事業について、地球温暖化防止等

の環境保全のための取組を率先して行う必要 

○県の全ての機関を対象とした温室効果ガス排出量の削減目標と、環境に配慮した行動目標を設定し、

環境保全に配慮した事務事業を推進することを目的とする計画 

○「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」に基づく県職員行動計画 

１ 省エネ大作戦、エコマネジメント長野を通して、職員の節電・省エネの取組が定着してきており、 

今後、職員の努力だけでは、大きな削減は見込めない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 現状の設備更新は、壊れた設備の機能回復が基本で、周辺機器の更新等を含めた効果的な省エネルギ

ー対策が不足している。 

３ 行政ニーズの多様化・複雑化により、各所属及び職員一人ひとりに求められることが多く、効率的な

事務の執行が望まれている。 

４ 環境に配慮した事業を円滑に実施していくためには、必要な制度等の主旨や手続について職員に継続 

して研修を行う必要がある。 

【第４次計画の基本的事項】 

１ 計画の期間 

平成 23年度(2011年度)～平成 27年度(2015年度) 

２ 計画対象範囲 

県が実施する事務事業全般 

（県の職員が直接実施または管理するもの） 

３ 温室効果ガス総排出量の削減目標  

基準年度比 10％以上の削減（7,812ｔ-CO2以上の削減） 

基準年度（平成 21 年度）総排出量：78,122ｔ-CO2 

 

 

基準年比
H26/H21(％)

H27年度
削減目標（％）

78,122 73,060 ▲ 6.5 ▲ 10.0

122,800,792 114,204,329 ▲ 7.0 ▲ 7.0

298,529,417 281,863,208 ▲ 5.6 ▲ 13.0

117,287,941 108,367,219 ▲ 7.6 ▲ 20.0

項　　　　　目

（目標は基準年度比）

H21
〔基準年度〕

H26

実　　　績 目　　　標

温室効果ガス総排出量(トン-CO2)

エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量

電気の使用（kWh)

燃料の使用(公用車分除く）（MJ)

公用車燃料（MJ）

 
 

温室効果ガス削減のための「第５次長野県職員率先実行計画」（案）の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の趣旨 

第４次計画の取組状況 

課題 

〔主な取組〕 
・冷房温度 28℃、暖房温度 19℃の徹底 ・不要時、不要場所の消灯の徹底 
・照明の間引き ・昼休みの完全消灯 ・パソコンのプラグ抜きの徹底 
・緑のカーテンの活用 等 

 

11,000 

12,000 

13,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26

電気使用量の推移（全県機関）(万kWh)

78,122 

79,518 

77,701 

76,647 

74,076 

73,060 

70,000 

75,000 

80,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

温室効果ガス排出量の推移

70.310

（目標値）

t-CO2 【評価】 

・温室効果ガス排出量は、H26▲6.5％のため、H27▲10.0％

の目標達成は困難 

【分析】 

・電気使用量は削減目標どおり、順調に削減できている。 

・燃料使用量については、削減傾向にあるが目標の達成

には至っていない。 

  [原因] 改修による省エネ効果の検討が不十分 

H26達成目標 ▲10.4％ 実績 ▲5.6％ 

・公用車燃料も使用量が計画どおり削減できていない。 

  [原因] 燃費の向上が不十分 

  H26燃費 目標 11.7km/ℓ 実績 10.3km/ℓ 
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【基本的事項】 
１ 計画期間  平成 28年度（2016年度）～平成 32年度（2020年度） 
２ 対象範囲  県が実施する事務・事業全般（県の職員が直接実施または管理するもの） 
３ 温室効果ガス総排出量の削減目標 
基準年度比 17％以上の削減（13,281ｔ-CO2以上の削減） 基準年度（平成 21年度）総排出量：78,122ｔ-CO2 

電気      8,828ｔ－CO2  18％ 
燃料      2,735ｔ－CO2  14％ 
公用車燃料    1,499ｔ－CO2  19％  その他 219t－CO2  13％ 

４ 率先実行計画の推進  省エネルギー・自然エネルギー推進本部の組織で、部局横断的に展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次計画の概要 

【基本的事項】 
１ 計画期間  平成 28年度（2016年度）～平成 32年度（2020年度） 
２ 対象範囲  県が実施する事務事業全般（県の職員が直接実施または管理するもの） 
３ 温室効果ガス総排出量の削減目標 

基準年度比 17％以上の削減（13,281ｔ-CO2以上の削減） ･･･東京ドーム約５個分      
基準年度（平成 21年度）総排出量：78,122ｔ-CO2･･･東京ドーム約 32個分 
削減内訳 施設・設備の省エネ化推進 11,953ｔ-CO2 （90％） 

事務事業の効率化・環境に配慮した事務事業の推進・基本的な省エネ行動 1,328-CO2 （10％） 
電気      8,828ｔ－CO2  18％ 燃料      2,735ｔ－CO2  14％ 
公用車燃料    1,499ｔ－CO2  19％  その他       219t－CO2   13％ 

４ 率先実行計画の推進  省エネルギー・自然エネルギー推進本部の組織で、部局横断的に展開 

１ 効果的な省エネの推進の礎づくり 
（１）省エネ診断等による計画的な改修の推進 
（２）中小規模 ESCOの事業化推進 
２ 計画期間に実施する省エネ化 
（１）道路照明灯の LED化の推進 
（２）交通信号機及び県庁舎等の LED化の推進 
（３）看護大学 ESCO事業の実施 
（４）老朽施設の効果的な省エネ改修・自然エネ導入の推進 
（５）新設施設の省エネ化・自然エネ導入の推進 

 

施設・設備の省エネ化の推進 

◎効果的な省エネ・自然エネの導入 

◎ESCO事業の推進 

１ 書類やパソコン内ファイルの整理の徹底 

２ 資料の簡素化、配付資料の見直し、効率的な会議の実施 

３ 超過勤務の縮減 

４ サテライトオフィス、在宅勤務、テレビ会議、ペーパレ 

ス会議（タブレット端末の活用）の推進 

５ 保存期限を超過した書類の整理 

◎整理整頓の徹底 

◎効率的な働き方の推進 

事務の効率化の推進 

１ 自然エネ導入の推進 
２ 環境配慮契約やグリーン購入の推進  

・県庁及び合同庁舎 グリーン電力の導入を推進 
・公用車への低燃費車の導入の推進 

３ 環境に配慮したイベント開催の推進 
  ・県主催のイベントにおけるカーボンオフセットの推進 
  （全国植樹祭、国民の祝日「山の日」記念全国大会（仮称）、信州環境フ 

ェア） 

４ 公共工事の環境配慮 
・信州リサイクル製品認定制度の普及拡大 
・県有施設における県産材利用促進 

５ 森林づくりの推進、環境にやさしい農業の推進など 
６ 環境配慮に係る手続の徹底 

◎事業の推進によるグリーン化の推進 

◎事業の実施時の配慮によるグリーン
化の推進 

環境に配慮した事業の推進 

※スマートオフィス推進チームを新たに設置し、四半期ごとに目標を設定して実施 
（行政改革課、人事課、職員キャリア開発センター、情報政策課、情報公開・法務課、財産活用課、環境エネルギー課、資源循環推進課） 

 

※効果的な省エネの推進の礎づくり及び老朽施設の省エネ改修については、ファシリティマネジメント省エネワーキンググループで検討 
（環境エネルギー課、財産活用課、財政課、施設課、環境政策課、建築住宅課） 

 

１ 信州省エネ大作戦の展開 節電、省エネルギー 
２ 水、用紙類及び廃棄物の削減、紙と可燃ごみの分別の推進、リサイクルの推進 
３ エコドライブ及びノーマイカー通勤の推進、公共交通機関利用促進ほか 
４ 環境美化活動及び緑化活動の推進 

※「スマートオフィス推進チーム」を新たに設置し、四半期ごとにテーマを設定して推進するとともに、整理整頓等を組織文化に定着させ
るための方策を検討します。 

（行政改革課、人事課、職員キャリア開発センター、情報政策課、情報公開・法務課、財産活用課、環境エネルギー課、資源循環推進課） 

２ 

基本的な省エネルギー・省資源行動の継続 



【基本的事項】 
１ 計画期間  平成 28年度（2016年度）～平成 32年度（2020年度） 【基本的事項】 
 

 

 

 
１ 効果的な省エネ推進のための礎づくり 
  老朽施設の更新に当たっては、省エネルギーなどの施設の性能向上も合わせて行うことが効果的であり、 

特に、省エネルギーについては、以下の点が必須。 

○該当設備だけでなく施設全体の効率も合わせて検討する。  

○更新に際して、運転方法の適正化を図る。 

○省エネルギー効果の検証を行う。 

 

（１）省エネルギー診断等による計画的な改修の推進 

   県有施設の中長期修繕・改修計画の策定に当たり、エネルギー多消費施設等については、省エネルギ
ー診断の結果を反映させ、計画的な改修を進める。 

区分 H28 H29 H30 H31 H32 

省エネルギー診断※ ○     

中長期修繕・改修計画の策定 
（省エネ診断の結果を反映させたもの） 

 
    

   ※H29,30の省エネルギー診断は必要に応じて省エネパトロール隊等を活用。 

（２）中小規模 ESCOの事業化推進 

   ESCO 事業とは、Energy Service Companyの略称であり、建物の省エネに関する包括的なサービスを

提供し、今までの環境を低下させることなく省エネルギー化を行い、その結果得られる省エネルギー

効果を保証する事業である。（県の導入実績：H21ホクト文化ホール、H25キッセイ文化ホール） 

   ESCO事業は効果的な省エネルギーが実現できることと効果の検証が行えることから、国の補助制 

度を活用することが期待できる。 

効果的な省エネルギー化を実現するために ESCO事業を積極的に活用することとし、ESCO事業研究会

を開催し、中小規模の施設設備の改修にも導入できる自己資金型 ESCOの導入を検討するほか、県内で

の ESCO事業の普及と事業者の育成をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間に実施する省エネルギー化 

（１）道路照明灯の LED化の推進 

   道路照明灯で使用している水銀灯やナトリウム灯を LED灯に交換する。平成 28年度は松本･安曇野地 

域へ先行して導入し、平成 31年度までに、全県へ導入する。 

（２）交通信号機及び県庁舎等の LED化の推進 

交通信号機については、老朽化した信号機を順次 LED化する。 

県庁舎及び合同庁舎等の照明を順次 LED化する。 

（３）看護大学 ESCO事業の実施 

老朽化した吸収式冷温水発生装置の更新に合わせ、民間資金活用型の ESCO 事業の実施を検討する。 

（４）老朽施設の効果的な省エネルギー改修の推進 

施設の改修に当たっては、省エネルギー改修を推進する。 

（５）新設施設の省エネルギー化・自然エネルギーの導入の推進 

   新設施設の建設に当たっては、原則として省エネルギー化を図り、自然エネルギーの導入を検討する。 

第５次計画 
第５次計画 
第５次計画 
第５次計画 

施設・設備の省エネルギー化 

右図は、民間資金活用型 ESCOの仕組み 

 

ESCO 事業の手法は民間資金活用型と自己資金型が

あるが、自己資金型 ESCOは初期投資を県が負担する

ため、右図の ESCO事業実施後から返済分がない図に

なる。自己資金型 ESCOは初年度の財源確保が課題だ

が光熱費削減額の小さい中小規模施設においても

ESCOの導入が可能で、トータルでは、金額負担が少

ない。 

 

３ 



               

 

 

 

 

 
低炭素杯 2016「ベスト長期目標賞」受賞自治体・企業決定！ 

 
～長いスパンの CO2排出削減目標を掲げ、 

積極的に取り組む自治体・企業を表彰します～ 
 
低炭素杯実行委員会（実行委員長 小宮山宏）は、サステナビリティ日本フォーラム（事

務局長 薗田綾子）と環境経営学会（会長 後藤敏彦）と協力し、長いスパンのＣＯ2排出削減
目標を掲げ、積極的に取り組む自治体及び企業として「ベスト長期目標賞」を設け、厳正な
審査のもと、自治体 158件から 7件、企業 256社から 10社を本賞の受賞団体に決定いたし
ました。 
本賞の表彰式は、平成 28年 2月 17日(水)に日経ホール(東京)を会場に開催する「低炭素

杯 2016」において行います。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「低炭素杯」は、次世代に向けた低炭素社会の構築を目指し、全国の地球温暖化防止に関す
る活動の表彰を通じて、優れた取組のノウハウや情報を共有し、さらなる活動へ連携や意欲
を創出するしくみとして平成 22年度より開催してまいりました。 
今年度は、パリで開催されている国連気候変動枠組み条約第 21 回締約国会議（COP21）

に合わせ、既に長期目標を掲げ、積極的に取り組んでいる自治体及び企業を「ベスト長期目
標賞」として低炭素杯で表彰します。 
低炭素社会の実現には、社会構成員の中でも影響力のある自治体及び企業が重要な役割を

果たすと考え、これにより、野心的な行動計画を策定する自治体及び企業が増えていくこと
を期待しています。 

 
【「低炭素杯 2016」について】 

主  催： 低炭素杯実行委員会 
後  援： 環境省、文部科学省、プラチナ構想ネットワーク 
事 務 局： (一社)地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター） 
表 彰 式： 平成 28年 2月 17日（水）14:20～日経ホール 

          「低炭素杯 2016」表彰式の詳細、参加お申込みはこちらです。
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/visitor.php 

＊ベスト長期目標賞 自治体 7件、企業 10社から、大賞各 1団体を「低炭素杯 2016」で発表します。 

平成 27年 12月吉日 

「ベスト長期目標賞」受賞 自治体・企業一覧 

＜自治体部門＞ 
長野県、横浜市、富山市、名古屋市、豊田市、北九州市、御嵩町 

 
＜企業部門＞五十音順 

㈱大林組、カシオ計算機㈱、キリンホールディングス㈱、 
コニカミノルタ㈱、サントリーホールディングス㈱、ソニー㈱、
大成建設㈱、トヨタ自動車㈱、日産自動車㈱、本田技研工業㈱ 

http://www.zenkoku-net.org/teitansohai/visitor.php


               

 

 

 

ご参考  概要  
≪低炭素杯実行委員会≫ 

委員長  小宮山 宏   三菱総合研究所 理事長 
副委員長 金谷 年展   東京工業大学 ソリューション研究機構特任教授 
副委員長 長谷川 公一   地球温暖化防止全国ネット 理事長 

伊藤 順朗    セブン&アイ HLDGS. 取締役執行役員 
佐竹 葉子   ＬＩＸＩＬ 執行役員.広報部 部長 
伊藤 賢利   環境省 地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室長 

≪ベスト長期目標賞 特別審査会≫ 
座長     後藤 敏彦      環境経営学会会長 
副座長  倉阪 秀史    千葉大学大学院人文社会科学研究科教授 

川村 雅彦   環境経営学会副会長 
阪野 朋子   サステナビリティ日本フォーラム事務局次長 
薗田 綾子   サステナビリティ日本フォーラム事務局長 
中村 晴永   環境経営学会理事・事務局長 
藤野 純一   国立環境研究所 主任研究員 

 
■「ベスト長期目標賞」審査方法 
＜自治体部門＞ 
(1) 調査対象とした自治体 

自治体１５８件:環境省「地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状
況調査結果報告書」（平成 26年度）において 2030年～2050年の長期目標を掲げる自治体
139件、環境モデル都市及び環境未来都市認定自治体 

 (2) 調査対象とした情報 
HPで公表されている実行計画、行動計画、条例、プレスリリース等および千葉大学 
大学院人文社会科学研究科倉阪秀史教授によるアンケート調査結果 

(3) 審査項目と評価 
①長期目標内容、②再生可能エネルギー目標・供給密度、③実績評価、 
④トップコミットメント、⑤他セクターとの連携についての５項目を傾斜配点し、評価 

 
＜企業部門＞ 
(1) 調査対象とした企業 

企業 256社：日経 225対象銘柄（2015.10.1現在）及び過去 10年間の環境コミュニケー
ション大賞受賞企業 

(2) 調査対象とした情報 
HPで公表されている環境（CSR、サステナビリティ）報告書、有価証券報告書、 
アニュアルレポート、プレスリリース等、公表されている情報 

(3) 審査項目と評価 
①長期目標内容、②実績評価、③トップコミットメント、④バリュー・チェーンでの 
取り組みの４項目を傾斜配点し、過去 1年間のコンプライアンス調査を経て評価 

 

■問い合わせ先■ 
低炭素杯事務局 [(一社)地球温暖化防止全国ネット)] 担当：市川・福田 

  TEL：03-6273-7785  MAIL：teitanso-hai@jccca.org 
 
＜ベスト長期目標賞の問い合わせ先＞ 
〒108−0071 東京都港区白金台 3-19-6 白金台ビル 5階  
NPO法人 サステナビリティ日本フォーラム内 担当：阪野 
TEL：070-5598-0295  MAIL：info@sustainability-fj.org 

(50音順、敬称略) 
 



 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス削減のための 

「第５次長野県職員率先実行計画」（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年（2016 年）２月 

長  野  県 

平成１０年（１９９８年）７月制定 

平成１３年（２００１年）９月改正 

平成１７年（２００５年）９月改正 

平成２３年（２０１１年）４月改正 

平成２８年（２０１６年）２月改正 
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第１章 基本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

地球温暖化は、地球上の生物の生存基盤に関わる問題として世界共通の大きな課題となって 

います。 

  平成 27年 11月末からパリで開催された第 21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21） 

では、平成 32年（2020年）以降の温室効果ガス排出削減の国際的な枠組として、196ヶ国が世 

界の平均気温上昇を産業革命前に比べて２度未満に抑え、1.5度以内に向けて努力する、「京都 

議定書」に続く新たな目標に合意しました。 

  今後、我が国は平成 42年度（2030年度）までに温室効果ガス排出量を平成 25年度（2013年 

度）に比べ 26％削減する目標を掲げ低炭素社会の実現を目指していきます。 

  長野県においては「地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）」や「長 

野県地球温暖化対策条例」の規定に基づき、長野県全体の温室効果ガスの削減目標を掲げ、官 

民一体となった計画的な取組を推進してきました。 

具体的には、平成 15年４月に「第一次長野県地球温暖化防止県民計画」、平成 20年２月に「第 

二次長野県地球温暖化防止県民計画」を策定し、平成 25年２月に、新たに環境エネルギー政策 

を含め、これまでの施策を大きく見直した「長野県環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温 

暖化防止県民計画～」（区域施策編）を策定したところです。 

  一方、県機関においても、一事業者として自らの事務事業に伴い発生する温室効果ガスの排 

出量の抑制に率先して取り組んできました。 

平成 10年７月に、県庁舎を対象として「環境保全のための長野県庁率先実行計画」を、平成

13 年９月に、温対法に基づいた「長野県地球温暖化防止実行計画」を策定し、温室効果ガス削

減の数値目標を設定するとともに、自らの事務事業における対策を具体的に定めた「環境保全

のための率先実行計画」を県庁や合同庁舎等の県機関ごとに策定し、定期的に取組状況を進捗

管理することで、省資源・省エネルギーやごみの減量化に努めました。 

  また、平成 17年９月には「長野県地球温暖化防止実行計画」及び「環境保全のための県庁（合 

庁）率先実行計画（第２次）」の計画期間の終了に伴い、両計画を統合した「地球温暖化防止『長 

野県職員率先実行計画』（第３次改定版）」を策定しました。 

  さらに、平成 23年４月には「地球温暖化防止『長野県職員率先実行計画』（第３次改定版）」 

の計画期間の終了に伴い、現在の環境マネジメントシステムを活用した省資源・省エネルギー 

の推進を柱とした「環境保全のための『長野県職員率先実行計画』（第４次改定版）」を策定し 

たところです。 

  本計画は、これまでの県機関の実績（第４次計画の実績）及び地球温暖化対策に関する我が 

国の現状等を踏まえ、県の事務事業の実施に伴い発生する温室効果ガスの削減や環境負荷低減 

に向けた今後の取組方針を定めたものです。 

  今後は、本計画に基づき、全職員が常に環境配慮の視点を持って事務事業に取り組み、率先 

行動により低炭素社会及び持続可能な社会の実現に貢献します。 
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２ 計画の位置付け 

温対法第 20条の規定により策定することが義務付けられている、事務事業の実施に伴い発生 

する温室効果ガスの排出抑制のための実行計画（地方公共団体実行計画（事務事業編））です。 

 

３ 計画の期間 

     平成 28年度（2016 年度）から平成 32年度（2020年度）までの５年間を計画期間とします。 

また、この間の社会情勢の変化、技術の進歩、進捗状況等の結果を踏まえ、内容の見直しを行 

う場合があります。 

 

４ 数値目標の基準年度 

計画における数値目標の基準年度は、平成 21 年度（2009年度）とします。 

 （比較を行いやすくするため、病院機構を集計対象外とした前計画（第４次計画）と同様の基 

準年としています。） 

 

５ 計画の対象とする温室効果ガス 

   対象となる温室効果ガスは法律で定められた６種類のガスがありますが、率先実行計画ではパ

ーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄（SF6）については、県の事務事業では排出実態の把

握が困難であるため、対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

６ 計画の対象とする範囲 

   県が実施する事務事業全般（県の職員が直接実施または管理するもの）とし、県の全機関を対

象とします。 

なお、独立行政法人化された県立病院は対象から除きます。 

 

【対象とする温室効果ガス】 

○ 二酸化炭素（CO２） 燃料の燃焼や電気の供給に伴い発生する。 

○ メタン（CH４） 燃料の燃焼、廃棄物の埋立て、水田、家畜等から発生する。 

○ 一酸化二窒素（N２O） 燃料の燃焼、農業から発生する。 

○ ハイドロフルオロカーボン（HFC） カーエアコンの使用時に発生する。 
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78,122 79,518 77,701 76,647 74,076 73,060 70,310

－ 1.8 ▲ 0.5 ▲ 1.9 ▲ 5.2 ▲ 6.5 －

－ － ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 ▲ 10

122,800,792 123,350,180 120,778,050 119,718,490 116,409,653 114,204,329 114,204,737

－ 0.4 ▲ 1.6 ▲ 2.5 ▲ 5.2 ▲ 7.0 －

－ － ▲ 1.4 ▲ 2.8 ▲ 4.2 ▲ 5.6 ▲ 7

298,529,417 319,358,151 312,857,166 307,549,171 286,354,868 281,863,208 259,720,592

－ 7.0 4.8 3.0 ▲ 4.1 ▲ 5.6 －

－ － ▲ 2.6 ▲ 5.2 ▲ 7.8 ▲ 10.4 ▲ 13

117,287,941 116,276,183 114,222,260 110,957,649 110,081,967 108,367,219 93,830,353

－ ▲ 0.86 ▲ 2.6 ▲ 5.4 ▲ 6.1 ▲ 7.6 －

－ － ▲ 4.0 ▲ 8.0 ▲ 12.0 ▲ 16.0 ▲ 20

172,823 167,202 172,167 186,103 183,962 193,687 172,823以下

－ ▲ 3.3 ▲ 0.4 7.7 6.4 12.1 －

－ － 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下 基準年度以下

872,538 885,000 857,533 854,792 822,026 836,031 785,284

－ 1.4 ▲ 1.7 ▲ 2.0 ▲ 5.8 ▲ 4.2 －

－ － ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 ▲ 10

1,324 1,214 1,237 1,205 1,201 1,227 927

－ ▲ 8.3 ▲ 6.5 ▲ 9.0 ▲ 9.3 ▲ 7.3 －

－ － ▲ 6.0 ▲ 12.0 ▲ 18.0 ▲ 24.0 ▲ 30

項　　　　　目
H21

（基準年度）
H22 H23 H24 H25 H26

H27
目標値

温室効果ガス総排出量(トン-CO2)

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用
量

電気の使用（kWh)

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

燃料の使用(公用車分除く）（MJ)

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

公用車燃料（MJ）

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

紙類使用量(千枚)

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

基準年度（平成21年度）比（実績）

平成27年度までの削減目標

上水道使用量(m３)

可燃ごみ排出量(ﾄﾝ)

78,122 

79,518 

77,701 

76,647 

74,076 

73,060 

70,000 

75,000 

80,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

温室効果ガス排出量の推移

70.310

（目標値）

t-CO2

第２章 前計画（第４次計画）の取組状況 

１ 第４次計画の基本的事項 

（１）計画の期間 

平成 23年度(2011年度)～平成 27年度(2015 年度) 

（２）計画対象範囲 

県が実施する事務事業全般 

（県の職員が直接実施または管理するもの） 

（３）温室効果ガス総排出量の削減目標  

基準年度比 10％以上の削減（7,812ｔ-CO2以上の削減） 

基準年度（平成 21年度）総排出量：78,122ｔ-CO2 

流域下水道施設については、原単位で５％以上削減 

 

２  温室効果ガス排出状況及びエネルギー使用状況 

平成26年度の温室効果ガス排出量は、73,060ｔ-CO2で、平成25年度と比較して1.4％削減し、基準年度 

（平成 21 年度）比では 6.5％削減しました。年度目標である、▲８％に至っていないため、第 4次計画期間

の目標値である平成27年度▲10.0％の達成は、困難な状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 項目別エネルギー使用量等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー使用量についてみると、電気は、 

年度別削減目標を上回って削減できており、目

標を達成できる見込みです。 

一方、燃料等及び公用車燃料は、削減傾向に

ありますが、年度別目標は達成できていないた

め、目標達成は困難です。 

燃料等については、設備の更新時の省エネル

ギー化の検討が不足していること、公用車につ

いては燃費の向上が不十分であったことが主な

原因です。 
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11,000 

12,000 

13,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26

電気使用量の推移（全県機関）(万kWh)

5,000 

5,500 

6,000 

6,500 

7,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26

電気使用量の推移（県庁舎）(千kWh)

３ 課題 

  第４次計画を取り組む中で見えてきた課題は以下のとおりです。 

（１）省エネ大作戦、エコマネジメント長野を通して、職員の節電・省エネルギーの取組が定着して 

きており、今後、職員の省エネ行動による努力だけでは、大きな削減は見込めない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 （参考） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※節電・省エネの定着により削減率は減少傾向。燃料についても同様の傾向。 

 

（２）現状の設備更新は、壊れた設備の機能回復が基本で、周辺機器の更新等を含めた効果的な省エ

ネルギー対策が不足している。 

具体的には、冷暖房システムの一部である熱源設備について更新する場合、熱源設備のみ更新

し、配管、制御装置、末端機器等のシステム全体の総合的な効率性を考慮できていないため、更

新による省エネ効果が十分発揮されていない。 

（３）公用車については、燃費の向上が不足しており、ハイブリット車等の導入を推進する必要があ

る。H26 年度のガソリン車及び軽油車の燃費実績は 10.3km/ℓで、年度別目標 11.7km/ℓには至ら

なかった。 

（４）行政ニーズの多様化・複雑化により、各所属及び職員一人ひとりに求められる業務や手続が多 

く、効率的な事務の執行が望まれる。 

（５）環境に配慮した事業を円滑に実施していくためには、必要な制度等の主旨や手続について職員 

に継続して研修を行う必要がある。 

 

 

 

 

〔主な取組〕 
・冷房温度 28℃、暖房温度 19℃の徹底 
・不要時、不要場所の消灯の徹底 
・照明の間引き 
・昼休みの完全消灯 
・パソコンのプラグ抜きの徹底 
・緑のカーテンの活用 等 
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78,122 
79,518 

77,701 
76,647 

74,076 
73,060 

71,690 
70,320 

68,951 
67,581 

66,211 
64841

63,000 

68,000 

73,000 

78,000 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

温室効果ガス排出量の目標

（目標値）

t-CO2

第３章 第５次計画における温室効果ガス等の削減目標 

１ 温室効果ガス排出量の削減目標 

率先実行計画の温室効果ガス削減に係る数値目標は、長野県環境エネルギー戦略の削減目標、政

府の目標及びこれまでの本県の取組実績を勘算し、基準年度の平成 21年度（2009年度）総排出量

（78,122ｔ-CO２）に対し、平成 32 年度（2020 年度）において、17％以上の削減（13,281ｔ-CO２

以上の削減）を目指して取り組みます。 

 なお、流域下水道施設については、原単位で５％以上削減とします。 
 
 

17％以上の削減見込み（13,281ｔ-CO２以上の削減）の内訳 

テーマ 項目※1 
削減量 

（t-CO2） 

削減目標に 

占める削減率 

（％） 

施設・設備の省エネルギー化の推進 道路照明灯の LED化の推進 7,900 59 

交通信号機の LED化の推進 291 2 

県庁舎等の LED 化の推進 44 0.3 

看護大学 ESCO事業の実施 98 0.7 

老朽施設の効果的な省エネル

ギー改修・自然エネルギー導

入の推進 

3,800※2 28 

新設施設の省エネルギー化・

自然エネルギー導入の推進 
- - 

事務事業の効率化の推進 

環境に配慮した事務事業の推進 

基本的な省エネルギー・省資源等の

行動の継続 

県庁公用車の更新 62 0.5 

職員の基本的な行動 1,086 9.5 

 合計 13,281 100 

※1 項目内容の詳細は、第４章「削減目標の達成に向けた取組」に記載 

※2 過去の実績から 50（施設）×76（ｔ-CO2）を想定 
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２ エネルギー使用量等の削減目標 

  温室効果ガスの削減目標を達成するため、以下のとおりエネルギーの削減に取り組みます。 

電気の使用 基準年度（平成 21年度）比 18％以上の削減（8,828t-CO2以上の削減） 

燃料の使用 基準年度（平成 21年度）比 14％以上の削減（2,735t-CO2以上の削減） 

   公用車燃料 基準年度（平成 21年度）比 19％以上の削減（1,499t-CO2以上の削減） 

    その他   基準年度（平成 21年度）比 13％以上の削減（219t-CO2以上の削減） 

水道の使用 基準年度（平成 21年度）比 11％以上の削減 

用紙の使用 基準年度（平成 21年度）比 基準年度以下 

   可燃ごみの排出 基準年度（平成 21年度）比 18％以上の削減 

（詳細は、第６章資料編を参照） 

 

３ 削減目標の考え方 

  環境エネルギー戦略の削減目標、政府の目標及びこれまでの本県の取組実績を勘算し、設定しま 

した。（詳細は、第６章資料編を参照） 

項目 目標年度 削減率 基準年度 

環境エネルギー戦略の削減目標 平成 32年度 ▲17％ 平成 21年度 

国の削減目標 平成 32年度 ▲11％ 平成 25年度※ 

本県の取組実績に基づく見込み 平成 32年度 ▲17％ 平成 21年度 

  ※国全体の温室効果ガスは、平成 21年度を基準年度とすると、0.25％程度の削減率であり、政 

  府が基準年度としている平成 25年度と比較。 

 

４ 算定方法及び排出係数 

    率先実行計画の温室効果ガスは「温対法第８条第１項に係る実行計画策定マニュアル」及び「事

業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」（平成 19 年 3 月環境省）の規定に基づき

算定します。 

  各排出係数 

区分 排出係数 区分 排出係数 

電気（一般） 0.000378tCO2/kWh LPG 3.00 tCO2/t 

電気（その他） 0.000602tCO2/kWh LNG 2.69 tCO2/t 

Ａ重油 2.71 tCO2/kl ガソリン 2.32 tCO2/kl 

灯油 2.49 tCO2/kl 軽油 2.62 tCO2/kl 

都市ガス 2.11 tCO2/1,000Nm
3 ジェット 2.46 tCO2/kl 
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第４章 削減目標の達成に向けた取組 

これまでの実績を踏まえ、一定の成果が得られた取組について効果的なものは継続して実施し

ていくとともに、現状や課題等を踏まえ、次の３つのテーマごとに推進することとします。 

１ 施設・設備の省エネルギー化の推進 [県の事務事業の実施に伴い発生する温室効果ガスの排出 

抑制に直結する取組] 

県有施設の老朽更新に当たり、施設やシステム全体の効率性を考慮し、省エネ効果を十分発揮す 

る事業とするよう、計画的に実施するための礎づくり（計画の策定）に取り組みます。 

また、第５次計画期間（H28～32）の改修工事についても、省エネルギー化の視点を強化するとと 

もに、自然エネルギーの導入も推進します。 

２ 事務の効率化の推進 [しごと改革の推進により省エネルギー・省資源につながる取組] 

整理整頓を徹底するとともに効率的な働き方を推進します。 

３ 環境に配慮した事業の推進 [地域の豊かな環境の保全及び創造につながる取組] 

屋根貸し等による太陽光発電や公共工事における環境配慮を推進するほか、環境配慮に関する手 

続きについて研修会を開催し、周知徹底します。 

 

 

１ 施設・設備の省エネルギー化の推進 

（１）効果的な省エネルギーの推進の礎づくり 

ア 省エネルギー診断等を踏まえた計画的な改修の推進 

修繕や改修による省エネルギー効果を生み出すため、エネルギー多消費施設等を対象にした

省エネルギー診断を実施し、その結果を中長期修繕・改修計画※1に反映させ、ESCO事業の導入

も含め、計画的な修繕・改修を推進※2します。 

 

※1長野県ファシリティマネジメント基本方針（平成 23年 12月策定）に基づき策定する修繕・改修工事の時期、 

費用等に関する中長期的な目安となる計画。 

※2県有財産ファシリティマネジメント推進会議ワーキンググループ設置要綱の規定に基づき設置している「中 

長期修繕・改修計画ワーキンググループ」と「省エネ推進ワーキンググループ」が連携して推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H28 H29 H30 H31 H32 

省エネルギー診断 ○     

中長期修繕・改修計画の策定（財産管理者） 

（省エネルギー診断の結果を反映したもの） 

     

中長期修繕・改修計画ワーキンググループ 

財産活用課、施設課、高校教育課、警察本部会計課 
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ESCO事業（Energy Service Company）とは 

民間事業者が、省エネルギー量（高熱水費削減額）を保証した省エネルギー提案を行 

い、その保証した削減額を財源として、省エネルギー改修工事の施工、維持・管理な 

どの包括的なサービスを行う事業のこと。 

H21 ホクト文化ホール、H25キッセイ文化ホールで導入済 

 

 

 

イ 中小規模 ESCO 事業化の推進 

ESCO事業の手法は民間資金活用型と自己資金型がありますが、効果的な省エネルギー化を

実現するために ESCO 事業を積極的に活用することとし、ESCO事業研究会を開催し、中小規模

の施設設備の改修にも導入できる自己資金型 ESCO の導入を検討します。これに合わせ、ESCO

の県内での普及と県内 ESCO事業者の育成をめざします。 

また、（１）アにおいて省エネ診断した施設についても、事業化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間に実施する省エネルギー化 

ア LED化の推進 

(ア) 道路照明灯の LED化の推進 

     道路照明灯で使用している水銀灯やナトリウム灯を LED灯に交換します。平成 28年度に松 

本・安曇野地域へ先行して導入し、平成 31年度までに全県への導入を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネ推進ワーキンググループ 

環境エネルギー課、財政課、財産活用課、環境政策課、建築住宅課、施設課 

民間資金活用型 ESCOの仕組み 

自己資金型 ESCOは初期投資を県が負担するため、右

図の ESCO事業実施後から返済分がない図になる。 

自己資金型 ESCO は初年度の財源確保が課題だが光

熱費削減額の小さい中小規模施設においても ESCO

の導入が可能で、トータルでは、金額負担が少ない。 

 

ナトリウム灯 LED灯 
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(イ) 交通信号機の LED化の推進 

    老朽化した信号機を順次 LED化します。 

(ウ) 庁舎照明の LED 化の推進 

   県庁舎及び合同庁舎等の照明を順次 LED化します。 

イ ESCO事業の推進 

看護大学の熱源設備等の更新にあたり ESCO事業による実施を検討します。 

また、他の施設についても、省エネルギー診断を実施した上で、ESCO 事業の導入を検討し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 老朽施設の効果的な省エネルギー改修・自然エネルギー導入の推進 

  緊急性を要する老朽施設・設備の更新に当たり、省エネルギーを強化した改修や自然エネル 

ギーの導入を推進します。 

具体的には、財産管理者が事業計画を作成する際、省エネルギーや自然エネルギー効果を十 

分に発揮できるよう省エネ推進ワーキンググループにおいて支援します。 

 

エ 新設施設の省エネルギー化・自然エネルギー導入の推進 

    県立大学等の新設施設の建設に当たっては、省エネルギー化・自然エネルギーの導入を推進 

します。 

具体的には、財産管理者が事業計画を作成する際、省エネルギー化や自然エネルギーの導入 

   について、省エネ推進ワーキンググループにおいて支援します。 
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スマートオフィスとは 

整理整頓を徹底し、書類やファイルの置き場が誰にもわかり、効率よく仕事ができる 

職場 

２ 事務の効率化の推進 

  効率よく仕事ができる職場（スマートオフィス）づくりや効率的な働き方を以下のとおり推進し 

 ます。 

推進に当たっては、「スマートオフィス推進チーム」※を新たに設置し、四半期ごとにテーマを 

 設定して実施するとともに、スマートオフィスを組織文化として定着させる方策を検討します。 

また、環境マネジメントシステム「エコマネジメント長野」等の研修を活用し、職員を対象に研 

修を実施し、周知を強化します。 

（１）整理整頓の推進 

（２）資料の簡素化、配付資料の見直し、効率的な会議の実施等 

（３）超過勤務の縮減 

（４）サテライトオフィス、在宅勤務、テレビ会議、ペーパレス会議(タブレット端末の活用)の推進 

（５）保存期限を経過した書類の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スマートオフィス推進チーム 

・情報政策課、人事課、職員キャリア開発センター、財産活用課、情報公開・法務課、行政改革課、 

環境エネルギー課、資源循環推進課 

【具体的な取組】 

・書類やパソコン内ファイルの整理の徹底。 

・身の回りを整理し、快適なオフィス環境の維持。 

・相手の立場に立ち、目的を明確にした分かりやすい資料の作成。 

・打合せ・レク資料は、原則Ａ４版１枚とする等、資料簡素化の徹底。 

・会議等で配付する資料について、配付の必要性の有無を一から見直し。 

・会議・研修会を開催する際は、必要性の検討。 

・会議・研修会の開催に当たっては、目的・求められる成果を明確化し、効率的で円

滑な進行の心掛け。 

・テレビ会議やタブレット型端末を使ったペーパレス会議の積極的な活用。また、利

用環境の充実・拡大の検討。 

・超過勤務の縮減。 

・勤務時間の弾力化、テレワーク（サテライトオフィス、在宅勤務）等、様々な働き

方の検討。 

・保存期限を経過した書類の整理。 

・エコマネジメント長野研修会等での周知。 
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おひさま BUN・SUNメガソーラープロジェクトとは 

おひさま BUN・SUNメガソーラープロジェクトは、県有施設の屋根をまとめて発電事業者へ貸し出す官民

協働の分散型メガソーラー事業で、地域の資源、力（人材・技術）、資金を活かす地域主導型を目指して

いる。今後も、屋根貸しができる場所等の選定を進め、プロジェクト件数を増やしていく。 

３ 環境に配慮した事業の推進 

県が環境に配慮して事業を推進することは、地域の豊かな環境の保全及び創造につながります。 

環境に配慮した事業の推進は、以下の取組を進めていきます。 

推進に当たっては、環境マネジメントシステム「エコマネジメント長野」等の研修を活用し、職

員を対象に研修を実施し、周知を強化します。 

 

（１） 自然エネルギー導入の推進 

    自然エネルギーの導入を以下のとおり推進します。 

ア 太陽光の活用 

(ア) 屋根貸し等による太陽光発電等の推進（おひさま BUN・SUNメガソーラープロジェクト） 

します。また、太陽熱やバイオマス熱についても、屋根貸しや場所貸しの可能性について 

検討します。 

(イ) 庁舎等施設の建設時には、太陽光発電システムの導入を検討します。 

(ウ) 街路灯など屋外施設の照明設置には太陽電池式システムの導入を検討します。 

(エ) 給湯需要の大きい施設については、維持管理方法を考慮しながら、太陽熱利用設備の導入 

を検討します。 
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グリーン電力とは 

一般的に、グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス（生物資源）などの自然エネルギーにより発

電された電力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ダムの活用 

    新規発電所（奥裾花第２、高遠）の建設を進めるとともに、湯の瀬ダム等の調査など、新規 

   開発を推進していきます。 

また、発電を実施していない県管理の 11ダムのうち、ダム水量が豊富で、有効落差の大きい 

片桐ダム（松川町）、横川ダム（辰野町）、箕輪ダム（箕輪町）について小水力発電の導入を検 

討します。 

 

ウ 木質の活用 

 学校、福祉施設等の熱源として、施設の断熱化を検討した上で、可能な限りペレットストー 

ブや木質バイオマスボイラーなど木質バイオマスエネルギー利用設備の導入を推進します。 

 

（２）環境に配慮した契約やグリーン購入の推進 

 「長野県グリーン購入推進方針」等に基づき、環境に配慮した購入や契約を行います。 

ア 電力   

県庁及び合同庁舎等においてグリーン電力の導入を推進します。 

 

   

 

 

  

 イ 公用車 

公用車を更新する際には、「長野県グリーン購入推進方針」に基づき、全ての車両に次世代自 

動車、低燃費・低公害自動車を導入します。県庁においては、率先的にハイブリット車を導入 

し、企業局においては、電気自動車を導入します。 

おひさまＢＵＮ・ＳＵＮ第１弾 諏訪湖流域下水道豊田終末処理場（写真 岡谷酸素（株）） 
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 なお、更なる省エネルギー化を目指すため、ハイブリット車等の導入に係る方針を検討※し 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
      

（３）環境に配慮したイベントの開催 

1,000人以上の参加者が見込まれるイベントは、「長野県エコイベント実施方針」及び「長野 

県エコイベント実施要綱」に沿って開催し、周辺の自然環境の配慮や、省資源・省エネルギー、 

廃棄物の排出抑制に努めます。 

 また、長野県が主催又は主体的に関わるイベントにおいて、カーボンオフセットを推進します。 

（全国植樹祭、国民の祝日「山の日」記念全国大会（仮称）、環境フェア等を検討） 

規模の小さいイベント、会議や研修会の開催においても、実施方針に準じて取り組みます。 

なお、取組の参考となる優良な取組については、周知します。 

 

（４）公共工事の環境配慮の推進 

  ア 長野県公共事業等環境配慮制度の推進 

「長野県公共事業等環境配慮推進要綱」の規定に基づき、公共事業等の環境配慮を推進します。 

イ 県有施設における県産材利用促進   

   「長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針」に基づき、公共建築物の 

整備に当たっては、可能な限り木造化又は内装木質化を図ります。 

 

 

【その他の取組】 

・購入する物品等について、再生品やエコマーク製品等の環境配慮型製品の率先購入。 

・報告書、ポスター、パンフレット等の印刷物の作成について、長野県グリーン購入

推進方針の印刷用紙に係る基準を満たす用紙の使用。 

・「長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針」に基づき、県産

の木材を活用した製品の率先使用。 

・「信州リサイクル製品率先利用方針」に基づき、「信州リサイクル製品認定制度」で

認定された製品の率先購入。また、利用の拡大について検討。 

・消費電力の少ない機器や電化製品の購入。 

・物品等の購入に当たっては、真に必要なものか十分に検討し、必要最小限の調達。 

・契約における環境配慮について、「長野県の契約に関する条例」及び「長野県の契約

に関する取組方針」の規定に基づき、推進。なお、入札参加資格で評価する環境配

慮に関する項目について、随時検証し、見直し。 

・本計画を環境配慮契約法の規定に基づく方針とし、グリーン電力の購入、ESCO事業 

及び自動車購入を中心に、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を推進しま 

す。 
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（５）所属の事業における環境配慮の推進 

各所属において、事業を実施する際、環境への配慮をすることとし、環境マネジメントシステ

ム「エコマネジメント長野」において、年度当初、目標を設定します。 

目標設定及び進捗管理は、環境関連施策の実施所属や環境配慮の必要性が高い施策の実施所属 

を主な対象として実施します。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

・法令の規定や技術的に困難な場合を除き、低層の公共建築物の新築・増築等に当たっ

て、原則として木造により整備。 

・木造化が困難な施設は、木造と他工法の混構造を検討するなど、可能な限り木材の使

用について配慮。 

・木造化できない場合にあっても、原則として内装を木質化。 

・使用する木材は、法令の規定や供給が困難な場合を除き、原則として県産材を使用し、

発注仕様書に記載。 

対象所属の推進例 

自然エネルギー導入の促進、公共交通機関利用の促進、県産材利用の促進、森林づくり

の推進、「信州森林（もり）eco コイン」制度の加入促進、エコファーマーの認定組織数

の増加、信州の環境にやさしい農産物認証面積の増加、小水力発電に関わる研修会開催、

信州型エコ住宅の新築・購入への助成、建設リサイクル法の推進、節電・省エネ対策向

け融資の斡旋、各学校で行っている環境学習の HPへの掲載等 
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４ 基本的な省エネルギー・省資源等の行動の継続   

 基本的な省エネルギー・省資源等の行動は、以下のとおり今後も引き続き取り組んでいきます。 

特に電力需要が大きい夏季及び冬季は、節電・省エネ県民運動「信州省エネ大作戦」に県として 

率先して取り組みます。 

 

（１）照明 

  ア 勤務時間前（執務室は原則 8:30点灯）及び昼食休憩時の 

消灯。 

イ 廊下、トイレ及び給湯室等の不要時・不要場所の消灯。 

ウ 十分な外光がある場合の窓際の消灯（事務室で 500ルクス 

が目安）。 

エ 廊下、コピー室及びエレベーターホール等の間引き。 

オ 自動販売機内の照明の消灯。 

カ 照明スイッチの見える化（スイッチごとの照明箇所を明示）。 

（２）空調 

ア 冷房 28℃、暖房 19℃の温度設定（医療関係施設、社会福祉施設等は除く）。 

イ 夏季のブラインド等での日射の遮断。冬季の自然光を取り入れ。 

ウ 空調の吹き出し口の確保（気流を妨げるようなロッカー等の配置はしない）。 

エ 空調稼働時の事務室の閉扉。 

オ 夏季のノー上着、ノーネクタイ等軽装勤務。冬季の１枚重ね着。 

カ 空調設備等の効率的な運転管理（省エネチューニング、配管断熱、燃料管理等）。 

キ コンピュータ室やサーバ室での機器の性能確保ができる範囲内での温度設定の見直し。 

（３）OA機器 

ア ディスプレイの明るさの調整（輝度 40％が目安）。 

イ 未使用時の電源オフ及び休憩時の省エネモード設定。 

ウ 帰宅時のプラグ抜き。 

エ コピー機の使用は最小限とし、集中管理・適正配置による台数の削減。 

（４）公用車 

ア ふんわり発進等のエコドライブ。 

イ 不要な荷物の積載を控える。 

ウ 人待ち時等のアイドリングストップ。 

エ 共同利用等の効率的な利用。 

オ 公共交通機関の積極的利用。 

カ 公共交通機関の利用可能な会場の優先選定。 

キ 会議等の開催通知における「公共交通機関等の利用」の明記。 

スイッチの見える化 
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コピー機には裏紙専用トレーを設定 

封筒の再利用など省資源の取組 

チャレンジ 800とは 

長野県民１人１日当たりの一般廃棄物排出量 800g以下にする、ごみの減量化のための取

組。全国１位をめざし、工夫してごみ減量を進めている。（現在、一般廃棄物の排出が少

ない方から全国で２番目） 

ク 近距離の出張に利用するため、公用自転車及び駐輪場の整備。 

（５）その他の省エネルギー 

ア 自動販売機の台数の削減。省エネ型の設置。 

イ エレベーター利用を控え、階段の利用促進。 

ウ エレベーターの勤務時間外の運転台数の削減。 

エ 不要な冷蔵庫の使用の停止。温度設定「弱」の推奨。      

オ デマンド装置の活用。 

カ 保温のためのトイレ便座のふた閉めの徹底。 

（６）水道 

ア トイレ、手洗い等の自動洗浄化。 

イ 歯磨き時のコップ利用。手洗い、食器洗い、公用車の洗 

車等における節水。 

ウ 雨水貯留設備や雨水タンクの設置（公用車の洗車や植栽へ 

の水やり等への利用）。 

エ 節水コマの取付け。レバータイプの蛇口は止水線（栓） 

の利用。 

（７）用紙類 

ア 「チャレンジ 800」の推進。 

イ 必要以上に資料を「作らない、渡さない、求めない」を 

徹底。 

ウ 会議の規模や内容に応じ、プロジェクタやタブレット型 

端末の活用。 

エ 両面印刷及び集約印刷の徹底、ミスコピーの削減。 

オ 会議の資料等を事前にＪＳＮに掲載することによる用紙削減。 

カ プリンター、ファックス及びコピー機には裏紙専用トレイ 

を設置し、片面使用済用紙やミスコピー紙の再利用。 

キ 会議においては、メモ用紙や封筒などを配付しない。 

ク 使用済み封筒の再利用や廃ポスターの名刺への再利用。 

ケ 資料の回覧や共有化は、電子メールやＪＳＮを活用。 

コ 送付文書、ファックス送信票は可能な限り省略。 

サ 紙類分別収集の徹底のため、事務室内に「古紙回収 

ボックス」を設置。 

 

 

 

デマンド監視装置 

雨水の利用 
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（８）廃棄物の減量とリサイクル 

ア「チャレンジ 800」の推進。 

イ リサイクルボックス等を設置。資源ごみの分別収集の 

徹底。 

ウ 使い捨て容器等の購入・利用を控え、ノーレジ袋及びマ 

イバッグの持参。 

エ マイカップ、マイボトル、マイ箸の持参。 

オ 物品の使用に当たっては適切な管理や使用方法に従い、 

詰替可能な製品や必要に応じて消耗品の交換や修理に 

よる長期的な利用の推進。 

カ シュレッダーの使用は必要最小限とし、機密文書の溶解 

処理を推進。 

キ 生ごみや除草した草、剪定枝等の堆肥化の検討。 

ク ダンボールコンポストの活用。 

ケ 食べ残しを削減。 

（９）環境配慮活動 

ア ノーマイカー通勤の推進（毎月第二、第四水曜日の県職 

員ノーマイカーデーや、県下一斉ノーマイカー通勤ウィ 

ークには、マイカー通勤を自粛）。 

イ 敷地内や周辺道路等の清掃。 

ウ 庁舎敷地内の緑地の確保。 

エ「緑のカーテン」の設置。 

オ 環境に関する研修、シンポジウム、講演会等への職員 

の参加。 

キ 希望する職員が環境美化活動に積極的に参加できるよ 

う、ボランティア活動等への参加がしやすい職場づくり。 

緑化活動 

緑のカーテン 

ダンボールコンポスト 

清掃活動 



 19 

内部環境監査員  

○各所属の実施状況の監査 

第５章 計画の推進管理方法 

１ 推進体制    

本計画の推進体制は、長野県省エネルギー・自然エネルギー推進本部の組織で部局横断的に展

開し、進捗管理は、環境マネジメントシステム「エコマネジメント長野」の体制を活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施状況の点検、評価及び公表 

  毎年度、事務及び事業の実施に伴う温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量の算定並びに削 

減目標の達成に向けた対策の進捗管理を行い、環境マネジメントシステム「エコマネジメント長 

野」の運用により、点検、評価を実施し、継続的な改善に取り組みます。 

 また、削減目標の進捗状況については、環境活動レポート、長野県環境白書及び県ホームペー 

ジにより毎年公表します。 

  

３ 職員研修 

計画の推進に向けて、環境マネジメントシステム「エコマネジメント長野」等の研修を活用し、 

職員等を対象に研修を実施します。 

 環境管理責任者（環境部長） 

 

環境管理総括者（知事） 

 

県庁内各部局、合同庁舎内各課（所）、単独庁舎（所） 

（各課）エコマネジメント推進員 

○ 取組の指針に基づいた実践 ○進捗状況の把握、成果の点検 

○ 原因の分析、対策の検討  ○エネルギー使用量等の報告 

環境管理推進事務局：環境エネルギー課 

○ 取組状況の取りまとめ 

○ 取組状況の点検・分析・公表 

○ 各部局、庁舎の改善指導等 

長野県省エネルギー・自然エネルギー推進本部 

本部長：知事 

副本部長：副知事 

幹事長：環境部長 

事務局：環境エネルギー課 

構成員：各部局主管課、関係各課 

監査 

外部環境監査員の参画 

○各所属の実施状況の監査 

 

【エコマネジメント長野推進体制】 
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第６章 資料編 

 

 

 

 

 

 

  参考資料 

 

 

 
Ⅰ 第５次計画の基本的事項について 

Ⅱ 長野県グリーン購入推進方針 

Ⅲ 長野県公共事業等環境配慮推進要綱 

Ⅳ 長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針 

Ⅴ 長野県エコイベント実施方針 

Ⅵ 長野県エコイベント実施要綱 

 



 

 

Ⅰ 第５次計画の基本的事項について 
 

環境エネルギー課 
１ 計画の期間 
  平成 28年度（2016年度）～平成 32年度（2020 年度） 
２ 計画対象範囲 
  県が実施する事務及び事業全般（県の職員が直接実施または管理するもの） 
３ 温室効果ガス総排出量の削減目標 

基準年度比（平成 21年度（2009年度））17％以上の削減（13,281ｔ-CO2以上の削減） 
（項目内訳） 
電気:基準年度比 18％の削減 
燃料（公用車分を除く）：基準年度比 14％の削減 
公用車燃料：基準年度比 19％の削減 
その他※：基準年度比 13％の削減 
基準年度：平成 21年度 
※メタン、一酸化二窒素、HFCを排出する要因 

４ 削減目標の設定根拠 
（１）基準年度と温室効果ガス排出量 
      病院機構を集計対象外とした第４次計画の基準年度（平成 21年）を基準とする。 
 

区    分 長野県全体の排出量(千ｔ-CO2) 県の事務事業関係の排出量(ｔ-CO2) 

平成 21年度(2009年度） 16,640・・・（A） 78,122・・・（B） 
 
（２）長野県環境エネルギー戦略※における温室効果ガス総排出量及び削減の目標 
 

目標年度 温室効果ガス総排出量(千ｔ-CO2) 基準年度 削減目標 
平成 2年度(1990年度)  15,311 - - 
平成 32年度(2020年度) 13,800・・・（Ｃ） 

平成 2年度(1990年度) 
▲10％ 

平成 42年度(2030年度) 10,700・・・（Ｄ） ▲30％  
※「環境エネルギー戦略～第三次長野県地球温暖化防止県民計画～」･･･地球温暖化対策の推進に関する 
法律の規定に基づき、地方公共団体に策定が義務付けられている実行計画（区域施策編）であり、また、 
長野県地球温暖化対策条例に基づく地球温暖化対策を推進するための計画としても位置づけている。 

 
（３）目標設定 

平成 21 年度を基準年度とした場合の環境エネルギー戦略の削減率目標 
平成 32年度(2020年度) 基準年度比▲17%（(A)-(C)/(A)×100 = 17(%）) 

 
 

削減率を率先実行計画に反映 
 

     率先実行計画の目標年度の削減 
平成 32年度(2020年度) 64,841ｔ-CO2（(B)× ▲17(%）) 

 （項目内訳） 

項目 
H21温室効果ガス 
排出量（ｔ-CO2） 

削減実績（％）※１ 今後の削減見込み（％）※２ 

電気 49,042.284 ７.0（年 1.75） 17.5 
燃料（公用車分を除く） 19,535.272 5.6（年 1.4） 14.0 

公用車燃料 7,887.436 7.6（年 1.9） 19.0 
その他 1,657.475 5.1（年 1.275） 12.75  

    ※１ H23～26年度の４年間 

  ※２ H23～32年度の 10 年間  

〈参考〉 
政府は７月 17日、地球温暖化対策推進本部で温室効果ガスを 2030（平成 42）年度に 13年度比 
26％削減する目標を正式決定した。同日、国連の事務局にも提出し、年末の気候変動枠組み条約 
第 21回締約国会議（COP21）に向け、日本の目標が“国際公約”となった。 
 国の温室効果ガス総排出量 
平成 21年度(2009年度） 12億 5000万ｔ-CO2    
平成 25年度(2013年度) 14億 800 万ｔ-CO2  基準年度 
平成 32年度(2020年度) 12億 5312万ｔ-CO2    ▲11% 
平成 42年度(2030年度) 10億 4192万ｔ-CO2 ▲26% 

(B)内訳 

目標とする 

21 
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Ⅱ 長野県グリーン購入推進方針 

１ 趣旨 

地球温暖化や廃棄物といった今日の環境問題を解決するためには、これまでの大量生産、大量消費、

大量廃棄に象徴されるライフスタイルを見直し、環境負荷の少ない持続可能な社会に変えるよう取り

組むことが必要です。その取組のひとつとして、物品や役務（以下「物品等」という。）を調達する

際に、品質や価格だけでなく環境に配慮した物品等を優先的に調達する「グリーン購入」があります。 

この方針は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年 5月 31日法律第 100

号。）」第 10 条第１項の規定により、県が事業者として率先してグリーン購入を推進するために必要

な事項を定めます。 

２ グリーン購入推進に当たっての基本的な考え方 

グリーン購入を推進する前提として、以下の点について留意します。 

（1）事前に物品等の必要性と適正量を十分検討し、調達総量をできるだけ抑制します。 

（2）物品等の価格や品質だけでなく、資源採取から廃棄に至るまでの物品のライフサイクル全体

への環境負荷に配慮し、かつ、長期使用や分別廃棄の可否等についても考慮します。 

（3）物品等の長期・適正使用及び廃棄時の分別に心掛け、期待される環境負荷の低減を確実なも

のにします。 

（4）温室効果ガスである CO2 排出の削減に心がけるよう、輸送エネルギーのかからない地産のも

のを積極的に導入するものとします。 

（5）環境に配慮した事業活動を行っている事業者から優先して調達します。 

３ 調達を推進する環境物品等の品目及び判断基準 

国が策定した「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）、県環境

部資源循環推進課が所掌する「信州リサイクル製品認定制度実施要綱」その他の県認定制度等※に基

づき、調達を推進する環境物品等の品目、調達目標及びその判断基準を別記 1及び別記 2のとおりと

します。 

※別記 1及び別記 2の詳細については以下のとおり。 

（http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyo/hozen/green.html） 

４ 対象となる組織 

   県の機関すべてを対象とします。 

５ 推進体制 

  本庁舎、現地機関とも、所属長を責任者、各所属のエコマネジメント推進員を推進担当者とします。 

※ ①長野県グリーン購入推進方針対象品目に含まれる長野県認定制度 

・「信州の環境にやさしい農産物認証制度」（長野県農政部農業技術課） 

・「長野県原産地呼称管理制度」（長野県産業労働部ものづくり振興課（酒類）・農政部農業技術課（米）） 

・「信州木材製品認証制度」（長野県林務部信州の木活用課） 

・「信州型ペレットストーブ」（長野県林務部信州の木活用課） 

・「信州プレミアム牛肉認定制度」（長野県農政部園芸畜産課） 

・「信州伝統野菜認定制度」（長野県農政部園芸畜産課） 

②県有施設で使用する電気の「省 CO2化」 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kankyo/kurashi/kankyo/hozen/green.html
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Ⅲ 長野県公共事業等環境配慮推進要綱 

 
平成 23年１月 18日 22自保第 255号 

一部改正 平成 23年４月 1 日 23環政第 ２ 号 

一部改正 平成 24年４月 17日 24環政第 26 号 

一部改正 平成 25年４月 1 日 25環政第 ５ 号 

一部改正 平成 26年５ 月１日 26環政第 33 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、長野県が実施する公共事業等の計画及び実施に当たって環境配慮を

推進するために必要な手続等を定めることにより、当該事業の実施が及ぼす環境への影

響をできる限り回避し、又は低減することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 対象事業 県が実施主体となる公共事業等のうち別表第１の左欄に掲げる事業の種

類ごとに同表の右欄に掲げる対象規模に該当する事業及びそれ以外の事業で公共事業

等を実施する部局等の長がこの要綱の対象としようとするものをいう。 

 (2) 環境配慮 環境に与える影響を回避し、又は低減するための措置及び良好な環境を

保全し、又は創造するための措置をいう。 

 

（環境配慮庁内連絡会議） 

第３条 次に掲げる専門的事項を処理するため、環境配慮庁内連絡会議（以下「庁内連絡

会議」という。）を設置する。 

 (1) 公共事業環境配慮書（案）（様式１）（以下「配慮書（案）」という。）の作成に

係る環境情報の提供、環境配慮の内容に関する助言その他の技術的支援に関すること 

 (2) 公共事業環境配慮書（様式２）（以下「配慮書」という。）の審議に関すること 

 (3) 公共事業環境配慮実施報告書（様式３）（以下「実施報告書」という。）の評価に

関すること 

 (4) 環境配慮制度の検討に関すること 

２ 庁内連絡会議は、別表第２に掲げる者により構成する。 

３ 庁内連絡会議に会長を置き、環境政策課長をもってあてる。 

４ 庁内連絡会議の庶務は、環境政策課が行う。 

 

（配慮書（案）の作成） 

第４条 対象事業を実施しようとする部局等の長（以下「事業部局の長」という。）は、

対象事業を実施しようとする地域及びその周辺の環境の状況について、別表第４に掲げ

る共通環境配慮指針及び別表第５に掲げる地域別環境配慮指針に基づき、当該事業に係

る環境配慮の内容を検討した上、次に掲げる事項を記載した配慮書（案）を作成し、当

該事業の実施箇所を明らかにした位置図を添付し、環境部長に提出する。 
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 (1) 事業名称、事業概要及び関係法令等の規制 

 (2) 留意すべき地域の概況 

(3) 想定される影響又は環境配慮の方針 

２ 事業部局の長は、配慮書（案）の作成に当たり庁内連絡会議及び別表第３に掲げる機

関に技術的支援を求めることができる。 

 

（配慮書（案）の公表及び意見書の提出） 

第５条 環境部長は、前条第１項の規定により配慮書（案）の提出があったときは、県ホ

ームページでこれを公表する。 

２ 配慮書（案）について環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の公表の日か

ら30日を経過する日までの間に、環境部長に対し、意見書の提出によりこれを述べるこ

とができる。 

３ 前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

 (1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 (2) 意見書の提出の対象である事業の名称 

 (3) 配慮書（案）についての環境の保全の見地からの意見 

４ 環境部長は、第２項の意見書の提出があったときは、その写しを事業部局の長に送付

する。 

 

（配慮書（案）に対する関係機関の長の意見） 

第６条 環境部長は、第４条第１項の規定により配慮書（案）の提出があったときは、関

係機関の長及び対象事業実施箇所の所在する市町村長に環境の保全の見地からの意見を

聴く。 

２ 関係機関の長及び市町村長は、前項の規定により環境部長から意見照会があったとき

は、30日以内に環境の保全の見地からの意見を書面により環境部長に提出することがで

きる。 

３ 環境部長は、前項の意見書の提出があったときは、その写しを事業部局の長に送付す

る。 

 

（配慮書（案）に対する環境部長の意見） 

第７条 環境部長は、第４条第１項の規定により配慮書（案）の提出があったときは、前

条第２項の意見を勘案するとともに、第５条第２項の意見に配意して、60日以内に事業

部局の長に対し、環境の保全の見地からの意見を書面により述べる。 

２ 環境部長は、前項の場合において必要があると認めるときは、専門家の意見を聴くこ

とができる。 
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（環境の保全の見地からの意見の反映等） 

第８条 事業部局の長は、前条第１項の環境の保全の見地からの意見を勘案して必要があ

ると認めるときは、計画への反映等を行った上で環境配慮の方針を決定し、次に掲げる

事項を記載した配慮書を作成し、環境部長に提出する。 

 (1) 事業名称、事業概要及び関係法令等の規制 

 (2) 環境配慮の方針 

 (3) 環境部長の意見内容及び事業部局の見解  

２ 事業部局の長は、前項の配慮書を作成する場合において必要があると認めるときは、

住民に対する説明を行う。 

 

（配慮書の公表） 

第９条 環境部長は、前条第１項の規定により配慮書の提出があったときは、必要に応じて

当該配慮書の内容について庁内連絡会議の意見を聴くことができる。 

２ 環境部長は、必要があると認めるときは、事業部局の長に対して配慮書の内容を修正

するよう求めることができる。 

３ 事業部局の長は、前項の規定による環境部長の求めがあったときは、配慮書の内容を

修正するものとする。 

４ 環境部長は、前３項の手続を経た配慮書を県ホームページで公表する。 

５ 事業部局の長は、配慮書のとおり環境保全に適正な配慮をして対象事業を実施する。 

 

（対象事業の実施の制限） 

第10条 事業部局の長は、配慮書が公表されるまでは対象事業の工事に着手しない。 

 

（対象事業の廃止手続） 

第11条 事業部局の長は、配慮書（案）の公表後に対象事業を実施しないこととしたとき

は、環境部長にその旨を通知する。 

２ 環境部長は、前項の通知があったときは、県ホームページにその旨を公表する。 

 

（実施段階の手続） 

第12条 事業部局の長は、対象事業に係る工事の完了後速やかに、次に掲げる事項を記載

した実施報告書を作成し、環境部長に提出する。 

  この場合において、事業年度が複数年にわたる場合は、年度ごとに様式３により公共

事業環境配慮実施状況報告書を環境部長に提出する。 

 (1) 事業名称、事業概要及び関係法令等の規制 

 (2) 環境配慮の方針及び環境配慮の実施内容（環境配慮の方針と異なる場合はその理由） 

 (3) 達成状況の評価 

２ 環境部長は、前項の規定により実施報告書の提出があったときは、必要に応じて当該

実施報告書の内容について庁内連絡会議の意見を聴くことができる。 
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３ 環境部長は、第１項の規定により実施報告書の提出があったときは、県ホームページ

でこれを公表する。 

 

（手続の再実施） 

第13条 事業部局の長は、第９条の規定により配慮書を公表した後に対象事業の内容を変

更しようとする場合（事業の実施により想定される環境への影響又は環境配慮の方針に

著しい変化が生じない軽微な変更する場合を除く。）は、環境部長と協議のうえ、改め

て第４条から第８条までに掲げる手続を行う。 

２ 事業部局の長は、第９条の規定により配慮書を公表した日から５年を経過した日以後

に対象事業に係る工事に着手しようとする場合又は対象事業に係る工事を５年以上中断

した後再開しようとする場合で必要と認めるときは、環境部長と協議のうえ、改めて第

４条から第８条までに掲げる手続を行う。 

 

（他の法令に基づく手続との調整） 

第14条 法令等に別段の定めがあるときその他この要綱の規定に基づく手続による場合と

同等以上の環境配慮が確保されると認められるときは、環境部長と事業部局の長が協議

の上、この要綱に定める手続の全部又は一部を省略することができる。 

 

（適用除外） 

第15条 この要綱の規定は、環境影響評価法（平成９年法律第81号）又は長野県環境影響

評価条例（平成10年長野県条例第12号）に基づき環境影響評価を実施する事業について

は適用しない。 

２ この要綱の規定は、災害の復旧若しくは防止のため又はその他特別な事情により緊急

に実施することを必要とする事業については適用しない。 

 

（対象事業以外の事業の環境配慮） 

第16条 対象事業以外の公共事業等を実施する部局等の長は、共通環境配慮指針及び地域

別環境配慮指針の趣旨に沿って環境配慮に努めなければならない。 

 

（県以外の者が事業の実施主体となる場合の環境配慮） 

第17条 県が管理する道路等の施設において、県以外の者が実施主体として行う道路自営

工事等の事業が別表第１の左欄に掲げる事業の種類ごとに同表の右欄に掲げる対象規模

に該当する場合は、当該施設を管理する機関の長は、この要綱に定める手続きを行うよ

う、当該事業を実施しようとする者に要請するものとする。 

２ 前項の場合において配慮書が公表されたときは、環境部長は、当該施設を管理する機

関の長に配慮書の写しを送付し、当該事業において当該事業を実施する者により配慮書

に基づく適正な環境配慮がなされるよう、要請するものとする。 
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（補則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、公共事業等の環境配慮の推進に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年３月11日から施行する。 

（経過処置） 

２ この要綱の施行の日において、現に着手している対象事業については、この要綱の規

定は適用しない。 

 

 附 則  

（施行期日） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成24年４月17日から施行する。 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成26年５月１日から施行する。 
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（別表第１）（第２条） 

 

事業の種類 対 象 規 模  

道路（国道、県道、農道、林道）

の新設・改築 及び街路の整備 
延長１ｋｍ以上 

河川の整備及び改修 
放水路（分水路）、捷水路（ショートカット）などの新設の延長

１ｋｍ以上 

ダムの建設 

（砂防、治山を除く） 

すべて 

※ ダムの機能維持を図る堰堤改良工事等を除く 

砂防堰堤の建設 
施工区域面積 １ｈａ以上 

※ 施工区域面積：本体工事区域＋堆砂敷の面積 
治山堰堤の建設 

山腹工事 

施工区域面積１ｈａ以上 

※ 施工区域面積：構造物、緑化工を含む本体工事面積 地すべり防止工事 

急傾斜地崩壊防止工事 

公園の整備 土地の形質変更面積１ｈａ以上 

下水道終末処理場の建設 すべて 

農用地の開発 開発面積１ｈａ以上 

ほ場の整備 区画整理面積２０ｈａ以上 

かんがい排水施設の新設及び更

新 
延長１ｋｍ以上 

ため池の新設及び廃止 すべて 

ため池の改修 堤高１０ｍ以上 

水力発電所の建設 出力１０００ｋＷ以上 

浄水場・配水池の建設 事業区域面積１ｈａ以上 

建築物の新築又は増築 延べ面積５０００㎡以上 

土地の造成 事業区域面積２ｈａ以上 
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（別表第２）（第３条） 

 

所   属 職   等 

総務部 行政改革課 

所属長の指定する職員 

環境部 環境政策課 

環境部 環境エネルギー課 

環境部 水大気環境課 

環境部 自然保護課 

環境部 資源循環推進課 

農政部 農地整備課 

林務部 森林政策課 

建設部 建設政策課 技術管理室 

建設部 建築住宅課 

企業局  

教育委員会 文化財・生涯学習課 

環境保全研究所 
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（別表第３）（第４条） 

担当業務 課所 

総括 環境政策課 

大気環境 

水大気環境課 

環境保全研究所 

水環境 

水大気環境課 

河川課 

環境保全研究所 

地形・地質 環境保全研究所 

野生動植物 

自然保護課 

森林づくり推進課 

鳥獣対策・ジビエ振興室 

環境保全研究所 

景観 都市・まちづくり課 

自然とのふれあい 環境保全研究所 

文化財等 文化財・生涯学習課 

廃棄物・建設残土 

資源循環推進課 

技術管理室 

環境保全研究所 

省資源・省エネルギー・ 

温室効果ガス 

環境エネルギー課 

環境保全研究所 

光害 水大気環境課 
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（別表第４）（第４条） 

共 通 環 境 配 慮 指 針 

環境要素 配 慮 事 項 

大気環境 地域の大気環境を保全するため、周辺の土地利用や生活環境の状況と事業による影響要

因を考慮し、大気汚染や、騒音、振動、悪臭、粉じん、有害化学物質などによる環境への負荷

の回避または低減に努める。 

○ 大気汚染の防止 

・ 資材等の運搬ルートは、居住系地域内の走行は出来るだけ避ける。 

・ 交通流の円滑化により大気汚染、騒音、振動の発生を防止する。 

・ 集じん装置、有害物質処理装置等の設置を行い大気汚染の発生を防止する。 

・ 有害物質の使用、保管等の管理を徹底する。 

・ 土砂表層の散水や道路の散水、車両や機械の清掃等を行い粉じんの飛散を防止する。 

・ 防じんシートの設置を行い粉じんの飛散を防止する。 

・ 排出ガス対策型の車両や機械を採用する。 

○ 騒音、振動の防止 

・ 夜間・早朝の資材運搬及び機械の稼働を出来るだけ避ける。 

・ 著しい騒音、振動を発生する工法を避ける。 

・ 低騒音・低振動型の建設機械を採用する。 

・ 防音壁、防音シート、緩衝緑地帯等の遮音設備・吸音設備を設置し、騒音を低減する。 

・ 道路においては高機能舗装等の採用により騒音の低減に努める。 

○ 悪臭の防止 

・ 悪臭原因物質を使用しない又は使用量を削減する。 

・ 悪臭原因物質の使用、保管等の管理を徹底する。 

・ 臭気除去装置を設置する。 

・ 建築物の機密性向上、出入り口の構造の工夫、排水処理槽の被覆等により、悪臭の漏

洩を防止する。 

 

水環境  地域の水環境を保全するため、周辺の土地利用や生活環境の状況と事業による影響要因

を考慮し、水質汚濁の防止や水循環の保全に努める。 

○ 水質汚濁の防止 

・ 上水道などの水源地近傍への立地は出来るだけ避ける。 

・ 土地の履歴調査により汚染物質の有無を把握する。また、鉱脈、鉱山跡地等で重金属等

が偏在する場所の造成を出来るだけ避ける。 

・ 沈砂池・沈澱池や濁水処理装置等を設置し、濁水や油脂類の排水を避ける。 

・ 農薬を使用しない又は使用量を削減する。 

・ チェーンソーを使用する際は生分解性チェーンオイルを使用する。 

・ 地盤改良は適切な薬液を選定し、必要最低限の薬液注入範囲とする。 

・ 水道水源、貴重な動植物分布地、取水地点及びすでに汚染が著しい地域等への排水を

出来るだけ避ける。 

・ 水の循環使用等により排出負荷を低減する。 

・ 工事仮設事務所からの生活雑排水を適正に処理する。 

 

○ 水循環の保全 

・ 透水性舗装の導入や舗装面の削減、浸透側溝・浸透枡・芝舗装の導入等、雨水の地下

浸透により水循環を保全する。 

・ 水田や地下水・湧水を保全する。 

・ 地下水を使用しない又は使用量を削減する。 

・ 山間部においては流域界の変更や沢の埋立を避ける。 

・ 河川においては下流域の環境の保全のため、正常な流量を確保する。 

・ 浄化機能維持のため、水辺植生を保全する。 

・ 掘削や地下構造物の設置等により地下水の流動を阻害しないように努める。 
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地形・地質 ○ 環境の保全上重要な地形・地質の改変の回避 

・ 地域の特性を形成する重要な地形・地質の改変を出来るだけ避ける。 

・ 地すべり、崩壊、土石流等の危険性の高い地域や、近い将来活動する可能性のある活

断層の区域の改変を出来るだけ避ける。 

○ 改変面積の最小化 

・ 地形の改変の少ない位置・ルート・工法を選定する。 

・ 段階的に工事を行い、広範な裸地の出現を防止する。 

・ 工事により裸地化する箇所は早期の緑化・植栽を行う。 

・ 工事施工ヤードの設置は必要最小限の面積とする。 

・ 工事により一時的に改変する自然環境の原形復旧に努める。 

・ 法面の勾配の検討、適切な崩壊防止工法の選定、排水工、緑化工等により、崩壊その他

の危険性を防止する。 

 

野 生 動 植

物 

○ 自然環境の保全上重要な地域の改変の回避 

・ 自然性の高い地域や希少な動植物の生息・生育地等、自然環境の保全上重要な地域の

改変を出来るだけ避ける。 

○ 野生動植物の生息・生育空間の保全 

・ 動物の移動経路の分断を出来るだけ避ける又は新たな移動経路を確保する。 

・ 河川・水路に横断構造物を設置する場合は、水棲生物の自由な移動を確保する。 

・ 水際部を保全し、自然植生の連続性を確保する。 

・ 河川においては瀬や淵の保全又は創出を行う。 

・ 回避措置を基本とするがそれができない場合は、重要な植物を生育適地へ移植する又

は生育地を創出し移植する。 

・ 回避措置を基本とするがそれができない場合は、重要な動物を生息適地へ移動させる又

は生息環境を創出し移動を促す。 

・ 進入防止柵を設置し動物の侵入を防止する。 

○ 動物の繁殖期における影響の低減 

・ 重要な動物等の繁殖期、産卵期の工事を出来るだけ避ける。 

○ 地域独自の生物多様性の保全 

・ 表土を植生用客土として活用し、在来種による植栽・緑化を行う。 

○ 動植物への負担の少ない形状・素材の使用 

・ 落下した小動物が脱出できる側溝、透過型えん堤、多段式落差工、自然石空張護岸等動

植物への負荷の少ない構造を検討する。 

・ 自然石、自然素材又は多自然型製品等動植物への負荷の少ない素材を使用する。 

 

景観 ○ すぐれた景観の保全 

・ 主要な景観資源の改変を出来るだけ避け、影響を及ぼすおそれがある場合は修景に努

める。 

・ 主要な眺望景観や自然・文化的景観を阻害するような建築物の立地を出来るだけ避け

る。 

・ 工事箇所の整理整頓・美化に努め、仮施設や資材置き場は目立ちにくい配置にする。 

○ 良好な景観の育成 

・ 周辺地域の環境との調和に配慮した施設の配置・規模・形態・意匠・色彩・素材等を検討

する。 

・ 樹木の伐採は出来るだけ避ける又は植樹等による緑化に努める。 
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自然との 

ふれあい 

○ 自然とのふれあいの場への立地の回避 

・ 不特定多数の人が利用している自然とのふれあいの場又はふれあい活動に重大な影響

を与える周辺環境の改変を出来るだけ避ける。 

○ 自然とのふれあい空間の創出 

・ 遊水施設やせせらぎ水路、池、親水護岸、階段や飛び石など水辺空間の整備に努める。 

・ 河川、水路などの暗渠化は避けるよう努める。 

・ ビオトープを創造し、自然とのふれあいの場を創出する。 

 

文化財等 ○ 文化財等への配慮 

・ 文化財等地域で親しまれている歴史的な建築物・構造物などやその周辺へ影響を及ぼ

すおそれがある立地を出来るだけ避ける。 

・ 原則として史跡・名勝・天然記念物の指定地内への立地は避ける。また、史跡等の周辺

や埋蔵文化財を包蔵する可能性の高い土地への立地を出来るだけ避ける。 

 

廃棄物・ 

建設残土 

○ 建設廃棄物や建設残土の発生抑制 

・ 建設副産物の発生を抑制する施設配置、線形、工法、資材などの採用に努める。 

・ 建設廃棄物や建設残土の適正処理を行う。 

○ 建設廃棄物や建設残土のリサイクル 

・ 現場発生材の原位置リサイクル等、建設廃棄物や建設残土のリサイクルを推進する。 

○ 資源の有効利用 

・ 再生 As 合材、再生骨材、木材チップ、建設汚泥改良土等再生資材の利用に努める。 

・ 自然石、県産木材等環境に負荷の少ない資材の使用に努める。 

・ 信州リサイクル認定製品の利用を推進する。 

 

省資源・ 

省エネルギ

ー・ 

温室効果 

ガス 

○ 環境への負荷の少ない機械の利用等 

・ 低燃費型建設機械や省エネ機構搭載型建設機械を積極的に使用する。 

・ アイドリングストップ、エンジン回転数の抑制等機械の省エネ運転に努める。 

・ 点検整備を行い適正な燃費消費率を維持する。 

○ エネルギーの有効利用 

・ 施設の建設にあたっては温室効果ガス削減に努めた計画とする。 

・ 地熱、太陽光、バイオマス等の自然エネルギーや雨水、廃熱等の有効利用に努める。 

・ LED 照明、節水機器等の省エネルギー設備の導入に努める。 

・ 建築物の断熱化に努める。 

 

日照阻害・ 

電波障害・ 

光害 

○ 日照阻害への配慮 

・ 日照阻害が生じないように施設の配置や構造、形状等に配慮する。 

○ 電波障害への配慮 

・ 電波障害が予測される場合は、電波吸収材や反射材の使用による反射障害や遮へい障

害の防止又は代替措置を検討する。 

○ 光害への配慮 

・ 照明の設置にあたっては照明の範囲、時間、照度、光源種類などに配慮し、周辺の生活

環境や野生動植物、農作物等への悪影響を低減する。 
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（別表第５）（第４条） 

地 域 別 環 境 配 慮 指 針 

地域 環 境 配 慮 事 項 

山地 
・ 
丘陵 

＜基本的な考え方＞ 

 山地・丘陵地域は、森林や湿原、渓流など、多くの自然性の高い環境要素から構成され、
それらの地域特性を反映した良好な自然環境を形成しており、自然環境や我々の生活環境の
保全上、極めて重要な役割を持つ地域である。 
 このため、事業計画の策定に際しては、その必要性や立地の妥当性をあらかじめ十分検討
したうえで、大気の浄化や清澄な水源のかん養機能をはじめ、多様な生物の生息・生育空間
や自然とのふれあいの場としての機能の保全に十分配慮する。 
＜配慮に努める事項＞ 
○ 希少な動植物の生息・生育環境の確保 
○ 事業規模の最適化や工法の工夫による改変面積の最小化 
○ 動物の移動に支障がないような緑地の保全・創造 
○ 河川、湖沼等の良好な水質、水量等の保全や湿地の乾燥化の防止 
○ 有害化学物質などによる水資源の汚濁防止 
○ 希少な動物の繁殖期を避けるなど工事時期への配慮 
○ 地形・地質、森林等の自然景観への配慮 
○ 水源かん養機能のある森林の保全 
 

平野 
・ 
田園 

＜基本的な考え方＞ 

 平野・田園地域は、里山や耕作地など、人と自然との密接な関わりにより育まれてきた身
近な自然が広がり、地域独自の多様性に富んだ半自然的な環境が形成されており、人の日常
生活と自然環境との関わりが深い地域である。 
 このため、事業計画の策定に際しては、人の生活環境の保全とともに、身近で多様性に富
んだ自然環境の保全にも十分配慮する。 
＜配慮に努める事項＞ 
○ 池や沼、河川敷、水田などの生物の生息及び生息地の保全 
○ 身近な自然とのふれあい活動の場の保全・創出 
○ 健全な水循環の維持及び地盤沈下防止のため、水田や地下水・湧水の保全 
○ 工事や供用時における濁水等の処理対策の充実による、河川やため池等の汚濁防止 
○ 都市生物や外来種の侵入・繁殖の防止 
 

市街地 

＜基本的な考え方＞ 

 都市機能が集積した市街地は、多くの人々の生活空間であり良好な生活環境の保全（大気
汚染や水質汚濁、悪臭、騒音等の防止）が強く求められる。 
 また、人工改変区域が多くを占める市街地に一部残る緑地や河川等は、その自然的環境に
依存する、独自の生態系を形成している場合もある。 

このため、事業計画の策定に際しては、生活環境の保全に十分配慮するとともに、歴史的
・文化的資源の保全や残された自然的要素の保全、新たな生物生息・生育空間の創造に十分
配慮する。 

また、地球環境保全の観点から、省資源・省エネルギーの推進や温室効果ガスの排出抑制
等にも十分配慮する。 
＜配慮に努める事項＞ 
○ 交通流の円滑化による排気ガスや騒音の低減 
○ 雨水の地下浸透等による健全な水循環の維持・回復、地盤沈下の防止 
○ 新たな工作物の存在・供用や工事による大気や水質、騒音など周辺影響への配慮 
○ 河川の水質、水量、生態系への配慮 
○ 残存する自然環境や都市内の緑地等の保全 
○ 緑地や都市公園の整備に伴うビオトープの創造 
○ 建築物などのデザイン、高さ、色彩について周辺景観への配慮 
○ 省エネルギー、新エネルギーの利用等による二酸化炭素排出量削減 
○ 日照阻害・電波障害等による周辺の生活環境への影響防止 
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様式1

部所　　　　　　　　課
事業名称

事業概要

関係法令等の規制

社会的要素

自然的環境要素

大気環境 留意すべき地域の概況

水環境 留意すべき地域の概況

地形・地質 留意すべき地域の概況

野生動植物 留意すべき地域の概況

景観 留意すべき地域の概況

自然とのふれあい 留意すべき地域の概況

文化財等 留意すべき地域の概況

公共事業環境配慮書(案）

事業名
整理番号
事業の種類
市町村名

計画概要（延長・幅員・
面積・工種など）
関連する事業計画
その他特記事項

箇所名
事業年度

目　　　的

自然環境保全地域等の指
定状況

土地利用規制の状況

そ の 他

交通の現況

留意すべき地域の概況

その他

土地利用の現況

生活関連施設の現況

環境配慮の方針

省資源・
省エネルギー・
温室効果ガス

廃棄物・
建設残土

日照阻害・
電波障害・
光害

 



36 

 

様式２

部所　　　　　　　　課
事業名称

事業概要

関係法令等の規制

社会的要素

自然的環境要素

大気環境 留意すべき地域の概況

水環境 留意すべき地域の概況

地形・地質 留意すべき地域の概況

野生動植物 留意すべき地域の概況

景観 留意すべき地域の概況

自然とのふれあい 留意すべき地域の概況

文化財等 留意すべき地域の概況

番号 事業部局の見解

公共事業環境配慮書

事業名
整理番号
事業の種類
市町村名
箇所名
事業年度

目　　　的

計画概要（延長・幅員・
面積・工種など）
関連する事業計画
その他特記事項

自然環境保全地域等の
指定状況

土地利用規制の状況

そ の 他

留意すべき地域の概況
交通の現況

その他

環境配慮の方針

土地利用の現況

生活関連施設の現況

環境部長の意見内容

廃棄物・
建設残土

省資源・
省エネルギー・
温室効果ガス

日照阻害・
電波障害・
光害

項目
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様式3

部所　　　　　　　　課
事業名称 達成状況の評価

　　配慮した項目

　───────────　

　　配慮する全項目　 0

事業概要

関係法令等の規制

自然的環境要素 環境配慮の方針
環境配慮の実施内容

(環境配慮の方針と異なる場合はその理由)

大気環境

水環境

地形・地質

野生動植物

景観

自然とのふれあい

文化財等

日照阻害・
電波障害・
光害

事業概要

公共事業環境配慮実施（状況）報告書

廃棄物・
建設残土

省資源・
省エネルギー・
温室効果ガス

土地利用規制の状況

そ の 他

関連する事業計画

その他特記事項

自然環境保全地域等の
指定状況

目　　　的

事業年度

箇所名

市町村名

事業の種類

整理番号

事業名
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Ⅳ 長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針 
 

１ 目  的 

  長野県内の公共建築物の整備及び公共土木工事等において積極的に県産材（長野県内で素材生

産された木材。以下同じ。）の利用を促進するための方針を定めるとともに、公共建築物等にお

ける木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号。以下「法」という。）第 8 条第 1

項の規定により、国が定めた公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針に則して、

同条第 2 項に掲げる必要な事項を定め、「長野県森林づくり指針」（注 1）が目指す「木を活かし

た力強い産業づくり」の実現に資するものとする。 

 

 

２ 木材の利用を促進する公共建築物 

  本方針における木材の利用を促進する公共建築物は、法第 2条第 1項に規定する公共建築物を

いい、別表 1及び別表３のとおりとする。 

 

 

３ 基本的な事項 

 

 (1) 県が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たっては、可能な限り木材を使

用した方法を採用し、県産材を使用するよう努めるものとする。 

 

 (2) 県は、市町村が法第 9 条第１項に規定する市町村の区域内の公共建築物における木材の利

用の促進に関する方針を定め積極的に木材を利用する場合、これを支援するよう努めるもの

とする。 

 

 (3) 県は、国、市町村、地方公共団体以外の公共建築物を整備する者、林業従事者、木材製造

業者その他の関係者及び木材の利用促進に努める設計者等と相互に連携し、県産材の利用促

進及び供給確保を図るよう努めるものとする。 

 

 

４ 県が行う公共建築物の整備等における木材利用の推進 

 

 (1) 施設の木造化の推進 

   ア 県が整備する建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は

主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層（注 2）の公共建築物においては、

別表２に掲げる場合を除き、原則として木造化（主要な構造部材に木材を使用すること。

以下同じ。）するものとする。 

 

   イ 県が整備する建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は

主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物であっても、木材の耐火性等に
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関する技術開発の推進や木造化に係るコスト面の課題の解決状況等を踏まえ、木造化が可

能と判断されるものについては木造化を図るよう努めるものとする。 

 

   ウ 木造化が困難な施設は、木造と他工法との混構造を検討するなど、可能な限り木材の使

用について配慮するものとする。 

 

   エ 県が木造化を推進する施設は、別表 1のとおりとする。 

 

 

 (2) 施設の木質化の推進 

   ア 県が整備する公共建築物については、木造により整備する場合はもとより、木造化でき

ない場合にあっても、別表２に掲げる場合を除き、原則として木質化（主要な構造部材以

外の仕上げ材等に木材を使用すること。以下同じ。）するものとする。 

 

   イ 県が、特に木質化を重点的に推進する施設及び箇所は、別表３のとおりとする。 

 

 (3) 家具・備品・調度品等の木質化の推進 

   ア 県が公共建築物に導入する家具・備品・調度品等は、可能な限り木材製品とするものと

する。 

 

   イ 県が、特に木質化を重点的に推進する家具・備品・調度品等は、別表４のとおりとする。 

 

 (4) 木質バイオマス等の推進 

    県は、公共建築物へ暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とする

ものの導入に努めるものとする。 

 

 (5) 県が整備する公共建築物において利用する木材（木材を原材料として使用した製品を含

む。） 

    県は、公共建築物において利用する木材の調達に当たっては、長野県グリーン購入推進方

針（注 3）に定められている品目に該当するものについては、長野県グリーン購入推進方針に

即するものとする。 

 

 

５ 県が行う公共土木工事等における木材利用の推進 

 

 (1) 県が行う公共土木工事等においては、木材利用を積極的に進めるとともに、環境負荷の大

きい工法を減らし、環境に配慮した自然共生型の工法を取り入れるものとする。 

 

 (2) 県が、特に木材利用を重点的に推進する工法については、別表５のとおりとする。 
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 (3) 県は、信州型木製ガードレールや標識・看板等の木製化など、公共土木工事等における木

材の新しい利活用に積極的に取り組むものとする。 

 

 (4) 県は、公共土木工事等に使用する木材（木材を原料として使用した製品を含む。）の調達に

当たっては、長野県グリーン購入推進方針に定められている品目に該当するものについては、

長野県グリーン購入推進方針に即するものとする。 

 

 

６ 県が行う県産材利用の推進 

 

 (1) 県が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等において使用する木材は、別表６に掲げる

場合を除き、原則として県産材とする。 

 

 (2) 県が行う公共建築物の整備等における県産材の使用に当たっては、可能な限り信州木材認

証製品センター（注 4）の信州木材認証製品（注 5）又は同等品以上の品質・規格・性能を有

するものを使用するものとする。 

 

 (3) 県が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等において使用する木材は、原 

則として長野県産材ＣＯ2固定量認証制度（注 6）に基づき、ＣＯ2固定量を算定 

するものとする。 

 

７ 県が補助する公共建築物の整備及び公共土木工事等における県産材利用の推進 

  県は、市町村等が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の補助に当たっては、事業主体の

理解を求め、可能な限り上記２から６に準じて県産材が積極的に使用されるよう配慮するものと

する。 

 

 

８ 公共建築物の整備の用に供する県産材の適切な供給の確保 

  県は、森林所有者や素材生産業者等の林業従事者、木材製造業者その他の木材の供給に携わる

者が連携して取り組む木材の適切な供給確保を促進するため、国が行う法第 10 条第 1 項に規定

する木材製造の高度化に関する計画の認定制度に協力するとともに、必要な施策の着実な推進を

図るものとする。 

 

 

９ 公共建築物の整備や公共土木工事等の用に供する木材の生産に関する技術の開発 

  県は、木材製造業者その他の木材生産に携わる者と連携し、木材の利用の促進に関する研究及

び技術の開発・普及の促進を図るものとする。 
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10 県産材利用者への情報の提供 

  県は、県産材利用者のニーズに対応した高品質で適正な価格の木材の供給及びその品質等に関

する正確な情報の提供、木材の具体的な利用方法の提案等に努めるものとする。 

 

 

11 公共建築物及び公共土木工事等における県産材の利用促進のための体制及び利用状況の公表 

  県は、県産材の利用拡大のために設置した「県産材利用促進連絡会議（注 7）」において、各部

局間の連絡調整、公共建築物や公共土木工事等における県産材利用の促進に向けた措置の検討を

行うものとする。 

  また、連絡会議は、国、地方公共団体及び県が関与した公共建築物及び公共土木工事等におけ

る木材及び県産材の利用状況を毎年取りまとめ公表する。 

 

 

附  則 

   この方針は、  平成１６年 ４月 １日から適用する。 

変更 平成２２年１２月１３日 

        変更 平成２４年 ３月２２日 

変更 平成２５年 ３月２５日 

 

 

 

（注 1）長野森林づくり指針 

 平成 22年 11月に改定したもので、県の森林づくりに関する基本的な展開方向を定めたもの。特

に、これまで育ててきた多くの森林が木材として使える時代を迎えることから、木材利用と関連産

業の強化を定めている。 

（注 2）低層 

 本利用方針では、高さ 13ｍ以下かつ軒高 9ｍ以下で延べ床面積 3,000㎡以下の建築基準法の耐火

性能を求めない建築物をいう。 

（注 3) 長野県グリーン購入推進方針 

 国等による環境物品等の調達に関する法律（平成 12年 5月 31日法律第 100 号）に定める法第 10

条第１項の規定に基づき、事業者としての長野県が率先してグリーン購入を推進するために必要な

事項を定めたもの。 

 木材については、間伐材や原木の生産された国又は地域における森林に関する法律に照らして手

続きが適切になされた材であることとしている。 

    グリーン購入 

 環境負荷の少ない持続可能な社会を目指し、物品や役務を調達する際に、品質や価格だけでなく

環境に配慮した物品を優先的に購入すること。 

（注 4）信州木材認証製品センター 
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 県産材製品を良質な製品としての安定供給とその需要拡大を目的に、林業・木材産業関係団体に

より設立された団体。 

（注 5）信州木材認証製品 

 信州木材認証製品センターが定める、乾燥、品質、寸法の一定の基準をクリアし、樹種(銘柄名)、

含水率(乾燥方法)、寸法、製造社名等が表示された製品。 

 

（注 6）長野県産材ＣＯ2固定量認証制度 

 木材が貯蔵している二酸化炭素の量を算定・認証することで、木材利用の地球環境への貢献度を

「見える化」する制度で、県産材を使用した公共工事や個人住宅、企業の木質化、木製品等を対象

としている。 

 

（注 7) 県産材利用促進連絡会議 

 昭和 61 年に発足。循環型社会の構築と長野県の森林を育み、地域を生かす地産地消による県産

材の利用促進のための施策の検討と実現を図る組織。副知事を会長とする。 
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別表１ 

木造化を促進

する施設 

広く長野県民の利用に供される社会教育・体育施設（図書館、美術館、青

年の家、博物館、記念館、体育館、水泳場、公民館など）、保健・衛生施設

（病院、診療所、保健所など）、社会福祉施設（児童福祉施設、老人福祉施

設、障害者福祉施設など）、教育・研修施設（幼稚園、小学校、中学校、高

等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、研修所、講習所など)、行政

施設（庁舎など)、住宅施設（公営住宅、職員住宅など)、研究施設（試験

場、研究所など）、その他の施設（保養施設、観光施設、公共交通機関の旅

客施設及び休憩所など） 

その他県が整備する施設 

 

別表２ 

１ 法令の規定等により木材が使用できない場合 

２ 構造、耐久性など技術的に木材の使用が困難である場合 

３ その他相当な理由により木材の使用が適当でない場合 

 

別表３ 

特に木質化を重点 

的に促進する施設 

特に木質化を重点的に促進する箇所 

各施設共通の箇所 施設ごとの箇所 

社会教育・体育施設（図書館、美術

館、青年の家、博物館、記念館、体

育館、水泳場、公民館など） 

ホール 

 

ロビー 

 

廊 下 

 

会議室 

展示室、資料室、図書館、研

修室、講堂、アリーナ、宿泊

室、食堂等 

保健・衛生施設（病院、診療所、

保健所など） 
待合室、食堂等 

社会福祉施設（児童福祉施設、老

人福祉施設、障害者福祉施設など） 

リハビリ室、図書室、研修室、

面談室、居室、娯楽室等 

教育・研修施設（幼稚園、小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校、

専修学校、各種学校、研修所、講

習所など） 

教室、職員室、進路相談室、

体育館、図書室、保健室等 

行政施設（庁舎、警察署、交番な

ど） 

事務室、会議室、各種相談室、

応接室、講堂、食堂等 

住宅施設（公営住宅、職員住宅な

ど） 
各住戸内の玄関、居室等 

研究施設（試験場、研究所など） 研修室､展示室､事務室等 
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その他の施設（保養施設、観光施

設、公共交通機関の旅客施設及び

休憩所など） 

上記に準じた箇所 

別表４ 

特に木質化を重点的に推進する家具・備品・調度品等 

机 事務用、学習用、ＯＡ用、会議室用、応接用、待合室用、ロビー用等 

椅 子 事務用、学習用、会議室用、応接用等、待合室･ロビー用等 

収納家具 書庫、書棚、ロッカー、キャビネット、棚等 

その他 
パーテーション、案内板、掲示板、傘立て、ハンガー、名札、ベンチ、プラン

ター、その他外構部材等 

 

別表５ 

特に木材利用を重点的に推進する工法 

信州型木製ガードレール、木製(残置)型枠工及び柵工・筋工・沈床工・ 

水路工・階段工・仮設工等で木材の利用が可能な構造物等 

 

別表６ 

１ 法令の規定等により県産材の使用を指定できない場合 

２ 県産材による供給が困難である場合 

３ その他相当な理由により県産材の使用が適当でない場合 
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Ⅴ 長野県エコイベント実施方針 
制定 平成 17年９月 

改定 平成 24年３月 

改定 平成 28年２月 

 

１ 目 的 

  イベントの開催には、地域振興、普及啓発、商品・サービスのＰＲなど様々な効果がある一方、エ

ネルギーや資源の消費、廃棄物の発生、自然環境への影響などが生じ、環境への負荷を増大させる側

面があります。このため、参加者の満足感やイベントの目的を損なわない範囲で、環境に配慮したイ

ベントを実施していく必要があります。 

長野県では、「温室効果ガス削減のための『第５次長野県職員率先実行計画』」に基づき、県が主催

又は主体的に参画して開催するイベントにおいて、率先して環境配慮に取り組みます。 

 

２ 対象とするイベント 

長野県が主催する又は主体的に関わる式典・行事・催し等のうち 1,000人以上の参加者が見込まれ

るイベントを対象とします。 

なお、対象から外れるイベントであっても、県が関与するものについては、できる限りこの方針に

沿って環境配慮に努めるものとします。 

 

３ 基本方針 

 イベント開催における長野県の環境配慮への基本的な姿勢として、以下のとおり３つの基本方針を

定めます。 

（１）自然との共生 

周辺の自然環境や生態系への負荷を最小限に抑え、人と自然の共生を図ります。 

（２）地球環境の保全 

自然エネルギーの利用や省資源・省エネルギーの取組を通じて環境負荷の低減を図ります。 

（３）県民意識の啓発 

参加者の自発的な環境配慮の行動を促すなど、環境保全に対する意識の高揚を図ります。 

 

４ 環境配慮要件 

  ３つの基本方針の下に、イベント開催に当たって配慮すべき要件として、以下のとおり６つの「環

境配慮要件」を定めます。 

また、環境配慮要件ごとに、必ず配慮に取り組む「必須項目」と、できる限り配慮を目指す「努力

項目」を置き、これらの項目を考慮し創意工夫してイベントの運営を行うものとします。 

（１）会場周辺への配慮 

イベントの開催場所を選定する際には、できる限り既存の施設を利用したり、騒音や振動の発生

を抑制するなど周辺の自然環境や生活環境の保全に配慮します。 

（２）省資源・省エネルギー 

   自然光や自然風を取り入れる工夫を施したり、看板や装飾品などはできる限り既存の物品を利用

するほか、自然エネルギーの活用を図ります。 

   また、温室効果ガス削減のためカーボン・オフセットに取り組みます。 

（改定案） 

 改定か所は下線 
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（３）ゴミの発生抑制・リサイクル 

   ゴミの発生を抑制（リデュース）するほか、できるだけ再利用できるものを使用（リユース）し、

発生が避けられないゴミは再生利用（リサイクル）を図ります。 

（４）公共交通機関の利用 

   イベントの会場は交通手段を考慮して設定するとともに、参加者に対して、公共交通機関や自転

車など環境負荷の少ない交通手段を選択するよう呼びかけます。 

（５）参加者への周知 

   イベント参加者に対しても環境配慮への取組に協力を求めるとともに、イベントを通じて環境学

習の機会の提供に努め、環境保全意識の高揚を図ります。 

（６）主催者の積極的な環境配慮 

   環境配慮責任者を置き、スタッフ一人ひとりの意識を高めるなど、主催者自らが積極的に環境配

慮の取組を実践します。 

 

５ 実施方法 

（１）イベント実施手順 

環境に配慮したイベントの具体的な実施手順については、別に定める「長野県エコイベント実施

要綱」によるものとします。 

（２）評価・検証 

イベント実施後には、環境配慮に関する成果と課題、アンケート結果を取りまとめ、参考となる

事例の情報提供を行うことにより取組の改善を図ります。 

（３）参加者への周知・呼びかけ 

   環境配慮の視点からの取組を公表し、併せて来場者・出展者等に対して環境配慮の実践を呼びか

けます。 

（４）県民の参加と協働 

イベントの企画・運営において県民の参加と協働を促すほか、アンケート調査に環境配慮の項目

を含め出展者や参加者等から広く意見を聴取することに努め、環境に配慮したイベント実施への意

識の高揚を図ります。 
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Ⅵ 長野県エコイベント実施要綱 
 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は「長野県エコイベント実施方針」（以下「実施方針」という。）に基づき、長野県

が主体的に関わって開催されるイベントについて、計画段階から実施に至るまで環境配慮を行うに

当たり必要な手続き等を定めるものである。 

 

（対象とするイベント） 

第２条 県又は県が構成員となる実行委員会等が主催若しくは共催するなど、県が主体的に関わる式

典・催し・行事等のイベントのうち、1,000人以上の県民参加が見込まれるものを対象とする。 

なお、対象から外れるイベントであっても、県が関与するものについては、できる限り実施方針及

びこの要綱に沿って環境配慮に努めるものとする。 

 

（実施手順） 

第３条 対象となるイベントに主体的に関わる課所等（以下「主催者」という。）は、以下の手順に従

い、イベントの計画策定、実施及び評価を行うものとする。 

（１）イベント計画時 

主催者は、「（別紙１）長野県エコイベントチェックリスト（以下「チェックリスト」という。）」

を活用し、実施方針に定める環境配慮要件及びチェックリストに記載の環境配慮項目について検討

の上、イベントを計画するものとする。 

（２）イベント実施時 

   主催者は、前号により策定した計画に基づきイベントを実施し、チェックリストに実施状況を記

録する。 

また、アンケート調査を実施する場合には、「（別紙２）イベント実施時における環境配慮に関す

るアンケート項目（例示）」を参考として、環境配慮に関する項目を設け広く意見を聴取するもの

とする。 

（３）イベント終了後 

主催者は、イベント終了後、環境配慮の達成状況や反省点等についてチェックリストに基づき検

証を行い、以降のイベント開催における環境配慮に反映するものとする。 

 

（とりまとめ、評価等） 

第４条 環境政策課は、次の手順により対象イベントの把握と実施結果の取りまとめや評価を行い、

実施方針の着実な浸透を図る。 

（１）イベントが実施される年度の前年度に対象イベントの把握を行う。 

（２）前号で把握したイベントについて、定期的に主催者から実施結果の報告を求め、主催者が行った

環境配慮の取組状況、反省点、課題及び優良事例等を取りまとめる。 

（３）前号で報告を受けた実施結果の中から、参考となる事例等を取りまとめ広く情報提供を行う。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

（改定案） 

 改定か所は下線 
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   附則 

 この実施要綱は、平成 17年度に実施するイベントから適用する。 

 この実施要綱は、平成 24年度に実施するイベントから適用する。 

 この実施要綱は、平成 28年度に実施するイベントから適用する。 
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  長野県エコイベントチェックリスト（別紙１） 

        
イベント名   

   

実施時期   
 

  
  

開催場所   
   

参加者数（人） 予定： 実績： 
   

主催者   
   

担当課   
   

担当者 職 氏名  職： 氏名： 
   

電話（内線）・メー

ル 
電話（内線）： メール： 

   

        
◆必須項目 

      
    

      

環境配慮要件 環境配慮項目（具体的な取組内容） 
チェック欄 

計画 結果 

(1)   １ 
イベント開催には、可能な限り既存の施設を利用し、環境負荷

を軽減できる場所を選定する 
    

会場周辺への 

配慮 
２ 植樹･魚の放流などに当たっては生態系に配慮する     

３ 会場周辺への騒音・振動等に配慮する     

    ４ 
イベント終了後は原状回復がされ、ゴミがないか等会場周辺を

確認する 
    

(2)   １ 
冷暖房･照明を状況に応じて適切に管理するとともに、自然

光・自然風を可能な限り照明・空調に利用する 
    

省資源・省エネル

ギー 
２ 看板・装飾品などは、できる限り既存物品を有効利用する     

３ 
物品購入は必要最小限とし、購入する場合はできるだけ環境配

慮物品とする 
    

(3) 
  

１ 
パンフレット等は必要部数を作成し、余った場合には確実にリ

サイクルする 
    

ゴミ発生抑制・リ

サイクル 
２ 

ゴミの分別収集場所をわかりやすい場所に設け、分別方法を説

明するスタッフを配置する  
    

３ 
参加者・出展者に対して、排出するゴミの持ち帰り・リサイク

ルを促す 
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(4)   １ 公共交通機関を考慮して会場を選定する     

公共交通機関の

利用 ２ 

イベント広報に当たって、公共交通機関や自転車の利用をパン

フレット等に掲載するなど、環境にやさしい交通手段の利用を

呼びかける 

    

    ３ 
マイカー利用者には、乗合やアイドリングストップの実施を呼

びかける 
    

(5)   １ 
パンフレット上やイベント会場内で、環境配慮の取組を具体的

に説明し、ＰＲする 
    

参加者への周知 
２ マイバック、マイ箸、マイ食器の持参を呼びかける     

    
３ 

飲食の提供を行う場合には、食べ残しをなくすことを呼びかけ

る 
    

(6)   １ 環境配慮責任者を選定する     

主催者の積極的

な環境配慮 
２ 委託業務の場合、委託業者に環境配慮の協力を要請する     

  
３ 

スタッフ、ボランティアに対して環境配慮の趣旨を十分に説明

し、内容の周知を徹底する 
    

     

◆努力項目 
      

        

環境配慮要件 環境配慮項目（具体的な取組内容） 
チェック欄 

計画 結果 

(1) 
  １ 

野外イベントの場合は、事前に会場周辺の動植物の生態を調査

する 
    

会場周辺への 

配慮 
２ ポスター・のぼり等は周辺の景観に配慮する     

(2) 
  １ 

施設・設備を設置する場合は、太陽光発電の導入や節水型トイ

レの設置など省エネ施設・設備の導入を検討する 
    

省資源・省エネル

ギー ２ 

使用する電力や燃料には、できるだけ自然エネルギーを活用す

る 

（太陽光、バイオマス等の利用、グリーン電力証書の購入など） 

    

３ 
イベントの開催に関し、できるだけカーボン・オフセットに取

り組む 
    

(3) 
  １ 飲食に使用する食器については、リユース食器を使用する     

ゴミ発生抑制・リ

サイクル 
２ 記念品贈呈等では簡易包装を実施する      

３ 
印刷物には再生紙、大豆油インク等の環境負荷の少ないものを

利用する  
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(4) 
  １ 公共交通機関利用が難しい場合、シャトルバスを運行する     

公共交通機関の

利用 
２ 環境に配慮した交通手段の利用者に対して特典を与える     

(5) 
  １ 会場内で環境学習の機会を設ける     

参加者への周知 
２ イベント終了後に、参加者と共同で清掃活動を実施する     

(6) 
  １ 

環境配慮の取組について事前にスタッフ等からアイデアを募

集する 
    

主催者の積極的

な環境配慮 
２ 

ＮＰＯ、環境関連団体、学生等、県民の参加と協働によるイベ

ント運営を行う 
    

３ 
イベント実施後には環境配慮に関するアンケート調査を実施

する 
    

        
        
◆取組結果 

      
 ○良好な取組の内容 

     
  環境配慮について、独自に工夫した点や、他のイベントの模範となる取組など 

   

  

○見直し等が必要な取組 
    

  環境配慮について、改善が必要な点、反省すべき点など 
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イベント実施時における環境配慮に関するアンケート項目（例示）（別紙２） 

 

 
 

         

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
◆ アンケート項目の例 

      
          
 

〔必ず聞いておきたい項目〕 
      

         

 
〇 省エネ・節電、ゴミの持ち帰りの呼びかけなど、環境に配慮したイベント運営が 

 

  
なされていると感じましたか。（それは、どのような点ですか。） 

  

          

 
〇 環境に配慮したイベントとするために、さらに工夫すべき点がありますか。 

 

  
それはどのようなことですか。 

     
          
          

 
〔イベント運営の参考とするため、できれば聞いておきたい項目〕 

   

         

 
〇 イベント会場への交通手段は何ですか 

    

  
・ 電車・バスなど公共交通機関を利用した 

    

  
・ 自家用車・バイクなどを利用した 

    

  
・ 自転車・徒歩 

      

  
・ その他 

       

          

 
〇 会場内の照明は適正でしたか 

     

  
・ 照明が強すぎた 

      

  
・ 照明が暗すぎた 

      

          

 
〇 会場内の空調は適正でしたか 

     

  
・ 空調が強すぎた 

      

  
・ 空調が弱すぎた 

      

          

 
〇 ゴミの分別や持ち帰りに関する会場内の表示は分かりやすかったですか 

 

          

 
〇 チラシやパンフレットの配布量は適当でしたか 
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※ 環境配慮に関するアンケートを実施した際は、必ずその結果を環境政策課へ報告する 

  
こととします。 

      

          
 


